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1. はじめに（本調査の目的） 

 非電離放射線は電磁波のうち電離作用を有しない周波数で、電波や赤外線、可視光線、一

部の紫外線などをさす普遍的な物理因子で（周波数では 300 GHz 以下）、積極的に産業、通

信、医療分野で応用されている。国際がん研究機関（International Agency for Research on 

Cancer：IARC）は 2011 年に非電離放射線のうち無線周波電磁界（30 kHz－300 GHz）のヒ

トに対する発がん性評価を行い、2B 分類（ヒトに対して発がん性がある可能性がある）と

分類した。本研究では IARC 分類以降に国内で高周波電磁界の健康影響調査に対する体系的

とりまとめが行われていなかったことに対応する目的で、非電離放射線の生体影響、ばく露

源及び IARC 分類以降の研究状況について情報整理を実施するものである。当該分野は世界

保健機関や欧州委員会などからも情報文献が出されていることから、本研究ではこれら既

存の情報文献をレビューし、必要に応じて追加調査を行うことで IARC 分類以降の高周波電

磁界の健康影響調査に対する情報を提供する。 

 本研究における範囲は高周波電磁界（周波数：10 MHz－300 GHz：波長 1 mm－30 m）を

対象とし、必要に応じて商用周波数など関心の高い周波数帯についても記載を行う。 
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2. 電界・磁界・電磁界とは 

非電離放射線のばく露状況や生体影響を考慮する上での用語の定義を下記に記載する。こ

れらは環境省「身の回りの電磁界」[1]と総務省「電波と安全な暮らし」[2]より引用した。 

 

2.1 非電離放射線に関係する用語の定義とその性質 

表 2.1 に非電離放射線に関係する用語の定義とその性質を、表 2.2 に非電離放射線の評価で

用いられる物理量について記す。本著で主に扱う非電離放射線は高周波電磁界又は低周波

電磁界の領域であり、記載は「高周波電磁界」、「極低周波電磁界」で統一したが、引用部分

では原著の表記に合わせ「RF電磁界（高周波電磁界と同義）」「ELF 電磁界（極低周波電磁

界と同義）」も併用した。 

表 2.1 非電離放射線に関係する用語の定義とその性質。 

用語 定義[1]、[2] 性質[1]、[2] 

非電離 

放射線 

300 GHz 以下の電離作用を

有しない周波数で、電波や

赤外線、可視光線、一部の

紫外線を含む。 

 物質に対する電離作用（人体では DNA 損傷により発がんの原因と

なりえる）を有さない。 

電界 空間に電気の力が働いて

いる（電位差がある）状態。 

 電界の強さは「電界強度」で表され、単位は 1 メートル当たりのボ

ルト（V/m）または 1 メートル当たりのキロボルト（kV/m）が用い

られる（1 kV/m=1000V/m）。 

 電界強度は電圧が高いほど強く、発生源からの距離が大きくなるに

つれて減弱する。 

磁界 空間に磁気の力が働いて

いる状態。 

 磁界は磁石の周りや、電流が流れている導体の周りに発生する。 

 磁界の強さは電流が大きいほど強く、発生源から離れるにつれて減

弱する。 

電磁界 電流が流れている電線な

どのまわりに発生する「電

界」と「磁界」の総称。 

 電磁界は電磁場とも呼称される。 

電磁波 電界と磁界の強さを変化

させ交互に発生しながら

空間を伝わっていく波の

こと。 

 導体が電磁波中に存在すると、電界と磁界の働きによってその導体

には電流（誘導電流）が生じる。 

 電磁波には物体にぶつかって向きを変える性質（反射）や、物体の

裏側に回り込む性質（回折）、電磁波同士が重ね合わさって高さが

変化する性質（干渉）など、波の性質がある（図 2.1）。 

超低周波 

電磁界 

非電離放射線のうち周波

数 0 Hz－300 Hz のもの。 

 神経刺激作用が主となる。 

 電界強度（V/m）、磁界強度（A/m）、磁束密度（T）が測定指標とな

る。 

中間周波 

電磁界 

非電離放射線のうち周波

数 300 Hz－10 MHzのもの。 

 神経刺激作用が主となる。 

 電界強度（V/m）、磁界強度（A/m）、磁束密度（T）が測定指標とな

る。 

高周波 

電磁界 

非電離放射線のうち周波

数 10 MHz－300 GHz のも

の。 

 10 MHz からは熱作用が主になる。（ただし、100 kHz を超過すると

神経刺激に加え熱作用の考慮が必要となる） 

 高周波電磁界は、発生源からの距離が遠い領域（遠方界）、これよ

りも近い領域（近傍界）で性質が大きく異なるため、異なる尺度を

用いて強度を表す。 

 遠方界では、高周波電磁界の強度は「電界強度」、「磁界強度」また

は「電力密度」で表され、下記式が成り立つ。 

電力密度（mW/cm2）＝[電界強度（V/m）]2÷3770＝37.7×[磁界強度
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（A/m）]2 

 遠方界における電力密度は、電界強度及び磁界強度の 2 乗に比例

する。 

 近傍界では電界と磁界のパターンが複雑になるため上の関係式が

成り立たなくなり、電力密度で評価することが不可能となる。また、

電界強度と磁界強度の関係も一定でなくなるので、それぞれ別々に

評価する必要があるため SAR という指標がある。 

SAR 比 吸 収 率 （ Specific 

Absorption Rate：SAR） 

身体に吸収される 1 キロ

グラム当たり 1 秒当たり

のエネルギーを指す。 

 携帯電話のように近傍界で身体がばく露される通信機器などでは、

安全性の評価では SAR が用いられる。 

 熱作用の評価には、SAR で表される体内への電力の吸収量が指標

として用いられ、SAR を全身にわたって平均したものを「全身平均

SAR」、身体の任意の組織 10 g にわたって平均したものを「局所

SAR」という。 

ELF 

電磁界 

Extremely Low Field 

超低周波電磁界のこと 

 超低周波電磁界と同様 

RF 電磁界 Radio Frequency 

高周波電磁界の呼称 

 高周波電磁界と同様 

 

表 2.2 非電離放射線の評価で用いられる物理量。 

周波数 【参考】超低周波、中間周波 

電磁界（< 10 MHz） 

高周波電磁界（近傍界） 高周波電磁界（遠方界） 

物理量 電界強度（V/m） 

磁界強度（A/m） 

磁束密度（T） 

SAR（W/kg） 

－ 全身平均 SAR 

－ 局所 SAR（身体の任意の 

組織 10 g の平均） 

電界強度（V/m） 

磁界強度（A/m） 

電力密度（mW/cm2） 

－ 10 W/m2＝1 mW/cm2 

波源 生活家電、溶接（低周波電磁界） 

IH クッキングヒーター（中間周

波電磁界） 

携帯電話（対使用者） 

スキャン中の MRI装置 

携帯電話基地局 

放送 

 

 

図 2.1 周波数による電磁波の分類。総務省「電波と安全な暮らし」[2]より引用。 

参考文献 
[1] 環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課、「身のまわりの電磁界」（2017 年（平成 29 年）） 

[2] 総務省、「電波と安全な暮らし」（2015 年（平成 27 年）） 
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3．非電離放射線の短期的影響 

非電離放射線は電磁波のうち電離放射線よりも周波数が低く、電離作用を引き起こさな

い電磁波を指す。非電離放射線の短期的作用は低周波－中間周波については、体内に誘導

電流が生じることによる神経刺激作用（磁気閃光など）、中間周波－高周波については発

熱が生じる[1]-[3]。例えば、末梢神経の神経興奮閾値は 3 kHz 以下では 4 V/m であるが

[3]、体内誘導電界がこの値を超えた場合、痛みや不快感など感覚影響変化が生じる。高周

波電磁界ばく露は発熱を引き起こし、時に熱傷など重篤な障害を誘発しうる[1]。 

 

3.1 短期的影響の発生機序と生体影響 

非電離放射線の短期的影響は科学的に確立している。静磁界中ではめまいや味覚変化、

低－中間周波帯（< 10 MHz）では神経刺激、高周波（> 10 MHz）では発熱という形で人体

に知覚されることがある[1]-[6]。ばく露源の周波数を、静磁界（0 Hz）と時間変動する電

磁界（10 MHz 以下又は 10 MHz 以上）とした場合の物理的作用と生体作用を図 3.1 に示

す。これらの作用は一時的でばく露源から離れることで消失する短期的な影響である。 

静磁界については、既に確立されている作用として、分子レベルでは化学反応への作用

（反応物と反応生成物との磁性が異なる場合や、ラジカル対反応を含む反応など）、分

子・細胞レベルでは水の磁気分離作用や分子・細胞の特定方向への配列変化（磁場配向）

があげられる[2]-[7]。ボランティア実験では、9.4 T にボランティアがばく露されてもバイ

タルサインについては変化がないことが報告されているが[8]、注意すべきは 1 テスラ程度

の非常に強い磁界中や不均一磁界中の体動については、めまい、頭痛、味覚変化等の中

枢・末梢神経系への一時的な変化が生じることである[9]-[12]。このため、MRI 装置近傍の

ような不均一な漏洩磁界中での作業はこれら一時的体調変化が生じうる。 

10 MHz 以下の非常に強い電磁波に生体がばく露される場合、体内に電界が誘導され、

頭部の中枢神経系や、胴体及び四肢の末梢神経系に刺激を及ぼす「刺激作用」が生じ得

る。頭部の中枢神経系における刺激作用の代表的な例としては、網膜に生じる閃光現象

（視野周辺部に微弱な点滅光を感じる現象）がある。この現象の体内電界に関する閾値

は、10 から 25 Hz で 50mV/m と最も低い値となり（この電界を身体内部に生じる時の身

体外部の磁界は）、20 Hz で約 5 mT に相当する）、これより高い周波数及び低い周波数で

は急上昇する。身体外部の電界が非常に強くても、体内にはほとんど電界は生じない。こ

の現象は健康への悪影響ではないものの、網膜は頭部の中枢神経系の一部を構成するもの

であり、これを回避すれば、脳機能に生じ得る全ての影響から防護されるはずであるとい

う安全側の観点から、この閾値が国際的なガイドラインの根拠になっている。末梢神経系

で生じる刺激についての身体内部の電界に関する閾値は、3 kHz 以下では 4 V/m で、周波
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数によらずほぼ一定である。なお、電波による誘導電流が生じている導体に触れ、その部

分に電流が流れることを接触電流と呼称する。 

一方、100 kHz を超える非常に強い電磁波に生体がばく露される場合、一部は体内に吸

収されてそのエネルギー（電力×時間）が熱となる。熱作用は約 100 kHz 以上の周波数の領

域で生じる。これまで行われてきた動物実験の結果から、熱作用は体温上昇によるストレ

スから動物の行動パターンを変化させるが、その変化は動物の種類や電波の当て方などの

条件によらず、全身における電波の吸収量がある一定量を超えると生じることが分かって

いる。熱ストレスにより動物の行動パターンに変化が現れる閾値は、動物の種類によらず

全身平均 SAR が約 4 W/kg であることが実験の結果から明らかになっており約 1℃の体温

上昇に相当する。また、RF電磁界に身体の一部が局所的にばく露される場合、局所 SAR 

が 100 W/kg を超えると、眼球や睾丸等の熱に敏感な組織に著しい熱的損傷が生じ得るこ

とがわかっている。 

概してこれら生体作用が生じるのはばく露強度が非常に高い場合であり、法的規制やガ

イドラインはこれら確立した生体作用をもとに安全域をもったばく露限度値を定めてい

る。 

 

図 3.1 非電離放射線の生体作用：周波数ごとの物理的作用と生体作用。 
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3.2 短期的影響の防護指針と職業ばく露の取り扱い 

非電離放射線の短期的影響について、国際機関からの防護指針では国際非電離放射線防

護委員会（International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection： ICNIRP、イクニル

プとも呼称される）や米国電気電子学会からばく露ガイドラインが発行されている。特に

ICNIRP は現在まで最も広く受け入れられている人体防護ガイドラインであり、強制力はな

いものの米国を除く欧州各国を中心に影響力を持っている[13]。ICNIRP では短期的影響に

ついてのみ取り扱い、周波数ごとにばく露レベルを定め現在までに 4 種類のガイドライン

が発行されている。  

ICNIRP ガイドラインでは、電磁界ばく露制限の指針値として体内の誘導量で規定される

「基本制限」（確立された健康影響を直接的な根拠とする）と、電磁界の大きさで規定され

る「参考レベル」（基本制限から導出される参考値）の 2 段階の指標が扱われ（静磁界ガイ

ドラインを除く）、基本制限の遵守に重点が置かれたものとなっている（図 3.2）。参考レベ

ルを満たせば基本制限が満たされることとなり、参考レベルを超えた場合は，基本制限との

適合性評価を別途行うことになる[13]。基本制限は数値計算により適合性評価を行うが、参

考レベルでは測定器による実測による適合性評価が可能である。ばく露対象として、職業的

なばく露と公衆へのばく露の 2 区分に分類され、公衆ばく露に対して、より厳しい指針値が

示されている。なお、ICNIRP では医学的診断または治療を受けている患者は対象としてい

ない[2]。ただし、2017 年に非電離放射線を使用する医療機器の各国の法整備状況や潜在的

健康影響について声明を出している[14]。 

国内の防護指針と職業ばく露の取り扱いについては、現時点で非電離放射線は労働安全

衛生法の対象外であり、包括的な職業ばく露のばく露に関する管理値はない。個別環境では、

高周波電磁界ばく露については総務省が無線開局者に電波の強さに対する安全施設を設け

ることを義務づけており、関連する電波防護指針の管理環境で就労者を対象とした指針値

が存在する[15]。また、日本産業衛生学会からは 1998 年に許容濃度の勧告がなされている

[16]。これら指針値又は許容濃度では適合性評価には数値計算や測定器による実測が必要で

ある。 

一方で国外では非電離放射線の職業ばく露について制限値を有する国もある。欧州にお

いては、職業的な非電離放射線ばく露に対する法規制（欧州職業電磁界指令：Directive 

2013/35/EU）が 2013 年に欧州連合より発行され、加盟国においては 2016 年 7 月までに国内

法転換が義務付けられた[17]-[19]。欧州職業電磁界指令は、先の指令 89/391/EEC の第 16 条

（1）項の第 20 個別指令として、就労中の電磁界ばく露に起因する健康と安全へのリスクか

ら労働者を保護するための最低要求事項を定めるものである（表 3.1）。本指令の特徴は、指

令中に ICNIRP ガイドラインに基づくばく露限度値が提示されたほか、雇用者にリスク評価

とばく露の測定やばく露限度値を超過する場合はリスクの回避または低減や労働者への情
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報提供と訓練を課すこと、また、最終的に欧州連合の加盟国に関連する法整備を義務付けた

ことがあげられる。 

 

図 3.2 ICNIRP ガイドラインの基本的構造。 

 

表 3.1 欧州職業電磁界指令の概要。 

法整備 

【加盟国】 

2016 年 7 月 1 日までに法律、規制及び管理規定の発行（第 16 条） 

【欧州委員会】 

2016 年 7 月 1 日の遅くとも 6 カ月前までに拘束力をもたない実用指針を作成（第 14

条） 

適用範囲（第 1 条及び第 2

条） 

【直接的影響】 

 熱的影響 

 非熱的影響（神経刺激） 

 四肢電流 

【間接的影響】 

 インプラント等との電磁干渉 

 強磁性体の飛翔リスク 

 電気式起爆装置の起爆 

 火花放電 

 接触電流 

ばく露限度値の根拠 ICNIRP ガイドライン（静磁界：2009 年、～100 KHz：2010 年、100 kHz～：1998 年） 

ばく露限度値の構成 

（附属書 I-III：図 3-5） 

【ばく露限度値（ELVs）】 

＜健康影響 ELV＞ 

 外部磁束密度（0 Hz -1 Hz） 

 体内電界強度（1 Hz -10 MHz） 

 6 分間平均 SAR（100 kHz - 6 GHz） 

 電力密度（6 GHz - 300 GHz） 

＜感覚影響 ELV＞ 

 内部電界強度（1 Hz - 400 Hz） 

 局所 SAR（0.3 GHz - 6 GHz） 

【アクションレベル（ALs）】 

 電界強度（1 Hz - 10 MHz） 

 磁束密度（1 Hz - 10 MHz） 

 接触電流（～110 MHz） 

 外部磁束密度* 

 電界強度、磁束密度（100 kHz - 300 

GHz） 

 電力密度（6 GHz - 300 GHz） 

 接触電流 

 四肢電流（10 MHz - 110 MHz） 

適合性の確認方法 
 数値計算ドシメトリ及び実測 

 手法は、適切な欧州または国際的基準（2016 年の実用指針に盛り込まれる） 
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 ばく露状況ごとに雇用主に要求されるアクションが異なる 

雇用主への要求事項 

 職場の電磁界に起因する労働者のリスク評価（第 4 条） 

 職場の電磁界の測定又は計算（第 4 条） 

 リスク回避又は低減（第 5 条） 

 労働者への情報提供と訓練（第 6 条） 

 労働者との協議および労働者の参加（第 7 条） 

 労働者から健康ハザードの報告があった場合は、医学的検査の受診機会の提供

（第 8 条） 

条件付き適用の除外 

（第 10 条） 

 MR worker（MRI装置の設置、試験、使用、開発、保守又は研究） 

 軍事行動 

 上記以外の特定の分野や活動 

 

3.3 作業者の短期的影響の防護の考え方 

国内では非電離放射線は労働安全衛生法の対象外であるため事業主が対策を講じる法的

義務はないが、主に製造業においては多くの非電離放射線を使用する機器が存在する（4

章参照）。このため、産業機器から発生する非電離放射線については、発生源近くで就労

する作業者においては労働安全衛生の観点から適切な知識の取得と防護が必要である。 

労働衛生においては、「作業環境管理」、「作業管理」、「健康管理」を 3 管理とよび労働

衛生管理の基本をなす考え方である[20]。作業環境における非電離放射線においても 3 管

理の考え方は基本的に適用可能である。ここでは「作業環境管理」及び「作業管理」の点

から非電離放射線の短期的影響の防護の考え方を示す。 

第一に「作業環境管理」については、産業機器から発生する非電離放射線については、

通常は適切な機器の使用において使用者が知覚するような生体影響が生じることはまれと

考えられる（ただし、製品規格で生体安全性に関する評価項目が必ずしもなされているわ

けではない）。しかしながら、実地測定や数値計算による幾つかの報告では、使用する機

器や作業者がいる位置によっては非電離放射線のばく露レベルが既存ガイドラインを超過

する場合があることが示されている[21]。このため、出力の制御が使用者側で可能な装置

を使用する場合においては何らかの生体影響を知覚する場合は、測定による作業環境の状

況把握が必要である。作業環境の測定においては、ICNIRP ガイドラインや日本産業衛生

学会許容濃度などとの適合性評価を行うことは作業環境の把握や対策の確認として重要で

あるが、適合性評価には数値計算や測定器による実測が必要である。測定したい波源によ

り用いる計算法や測定器が異なる事や、（測定規格がある場合はそれに準拠するが）測定

箇所は作業状況や工学的特性を考慮する必要があるため、適合性評価には工学系の専門家

に依頼することが求められる。 

また、作業環境の測定に加え、「作業管理」としてばく露源対策－出力設定を見直すこ

と、作業時に距離を置いたりアクセス制限を行うこと（この中にはインターロック等工学

的対策も含まれる）－を実施することが対策としてがあげられる[22]。 
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3.4 非電離放射線の短期的影響のまとめ 

国内では非電離放射線は労働安全衛生法の対象外であるため事業主が対策を講じる法的

義務はないが、産業機器から発生する非電離放射線については、発生源近くで就労する作

業者においては労働安全衛生の観点から適切な知識の取得と防護が必要である。欧州にお

いては職業電磁界ばく露の規制が導入されており、その導入状況や対応について国内波及

効果について注視する必要がある。 
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4. 高周波電磁界の発生源 

本節では高周波電磁界について、発生源及び出力状況について紹介する。非電離放射線

は産業、通信、医療分野で応用されている。中でも高周波電磁界は異なる波長で様々な用

途で用いられることが静磁界や超低周波電磁界と異なる。表 4.1 に非電離放射線の周波数

ごとの発生源の分類を示す（環境省「身の回りの電磁界」[1]より引用）。 

4.1 節で産業、医療、家電・通信分野における例とその詳細を述べ、4.2 節では欧州で行

われている職業電磁界ばく露のリスクアセスメントにおいて、高周波電磁界発生源の分類

状況（リスクアセスメントの必要あり、条件付きあり、なし）について記載した。なお、

本報告書の目的は高周波電磁界の健康影響調査であるが、4.1 節では参考のため全ての周

波数について記載を行う。 

表 4.1 非電離放射線の周波数ごとの発生源の分類。 

名称 周波数 波長 主な発生源（例） 

静電磁界 0 Hz （無限大） 地磁気、磁気共鳴画像撮影装置（MRI）、鉄道 

超低周波電磁界 0 Hz－300 Hz 1000 km－ 家電製品、電力設備（50 Hz、60 Hz） 

鉄道 

電子商品監視装置（200 Hz－14 kHz） 

中間周波電磁界 300 Hz－10 MHz 30 m－1000 km IH 調理器（20－90 kHz） 

電子商品監視装置（200 Hz－14 kHz、22－37.5 kHz、58 

kHz、1.8－8.2 MHz） 

電子タグ（135 kHz 以下） 

放送局・通信設備（数百 kHz－） 

鉄道 

高周波電磁界 10 MHz 

－300 GHz 

1 mm－ 30m 非接触 IC カード（13.56 MHz） 

電子タグ（13.56 Hz、300 MHz、920 MHz、950 MHz、

2.45 GHz） 

医用テレメータ（400 MHz） 

携帯電話、基地局（700 MHz～数 GHz） 

無線機器（－数十 GHz） 

通信設備（－数十 GHz） 

放送局（－数百 MHz） 

電子レンジ（2.45 GHz） 

電子商品監視装置（2.45 GHz） 

 

4.1 産業、医療、家電・通信分野における例 

 産業、医療、家電・通信分野における高周波電磁界の使用例に関して、電気学会 電磁

環境技術委員会「電磁界の健康リスク分析調査専門委員会（委員長：大久保千代次氏）」

の報告書にて欧州委員会の「新興および新規に同定される健康リスクに関する科学委員会

（Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks: SCENIHR）」レポート

（2015）[2]の 3.3 節において周波数や測定結果を含めた詳細の和訳と関連研究の紹介がな

されている[3]。本報告書では「電磁界の健康リスク分析調査専門委員会」報告書を元に産

業、医療、家電・通信分野における使用例をまとめる表 4.2 とした。なお、ここでは低周

波電磁界、中間周波電磁界における測定例も参考として提示する。産業用機器では EU に
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おける EMF-NET（Effects of the exposure to electromagnetic fields: from science to public 

health）も参考にされたい[4]。 
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表 4.2 産業、医療、家電・通信分野における例、まとめ。文献[1]を元に作成。 

分類 発生源 周波数 懸念される生体影響 特記事項 

無線通信技術 

高周波電磁界 放送 300 kHz－3 MHz（中波） 

3 MHz-30 MHz（短波） 

80-800 MHz（FM、TV） 

発熱  中波 AM ラジオ放送局（出力 1 kW-50 kW）から 100 m の位置において、

電界強度 2.5-20 V/m、磁界強度 7.7-76 mA/m [5]。 

 100 kWの入力電力の短波帯 9.57 MHzのカーテンアンテナ正面の 100 m

の位置では、電界強度 4.2-9.2 V/m、磁界強度 18-72 mA/m [5]。 

 FM ラジオと TV 放送（通常 10 kW-50 kW）の電波塔のはしごに上昇する

際の電磁界ばく露を測定した。最大電界は 600 V/m、最大磁界は 3.0 A/m 

[6]。 

 ディジタル化前後での TV 放送電波の最大電力密度変化は、0.9 mW/m2か

ら 6.5 mW/m2 [7]。 

 さまざまな周波数帯の公衆ばく露の測定からは、最大の測定値は、FM 帯

で測定され、0.096 mW/m2 (0.2 V/m) [8]。 

高周波電磁界 携帯電話 700 MHz 帯－2 GHz 帯など 発熱  さまざまな世代の 1233 種の携帯電話端末の標準測定法による 10 g 平均

の SAR のデータベースが作られたが、それらの値は 0.01 W/kg-1.7 W/kg

であり、多くの機種は、1 W/kg 以下[9]。 

 GSM 註1パルス波による ELF 磁界の主たる周波数成分の 217 Hz の磁束密

度は、100 μT 以下[10]。 

 7 台の GSM 携帯電話のバッテリーの電流による頭部誘導電流を計算し、

ICNIRP 基本制限の 28%以下[11]。 

高周波電磁界 携帯電話基地局 700 MHz 帯－2 GHz 帯など 発熱  ダウンリンク周波数帯における値は、0.08 mW/m2-0.35 mW/m2 [12]。 

 （参考）30 年前の米国 486 箇所における VHFおよび UHV 放送電波の測

定値 0.05 mW/m2 [13]。 

高周波電磁界 コードレス電話 1880-1900 MHz（DECT） 発熱  DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunication）方式のコードレス電

話から 1 m の位置での最大電力密度を測定し、40 mW/m2と ICNIRP の公

衆の参考レベルの値の 1%以下[14][15]。 

 ワーストケースの 10 g 平均ピーク SAR は 0.06 W/kg 以下であり、ICNIRP

の基本制限値の 2 W/kg より十分小さい[14]。 

高周波電磁界 地上基盤無線 380 MHz-470 MHz 発熱  端末周辺の電磁界ばく露によるドシメトリ研究がいくつか報告されてお

り[15]-[17]、10 g 平均 SAR は、ICNIRP ガイドラインの職業ばく露の基本

制限以下であるものの、3 W の端末では、公衆の基本制限を 50%程度超

過しうることが示されている[16]。 

高周波電磁界 Bluetooth 機器 2.45 GHz 発熱  出力により、1 mW、2.5 mW、100 mW の 3 つのクラスがあり、それぞれ

1 m、10 m、100 m の距離の通信を意図している。 

 Bluetooth 機器の電波による 10 g 平均 SAR を計算した例では、ICNIRP の

                                                   

註1 この周波数は国内では使用されていない。 
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基本制限の 2 W/kg の 1/1000[14] [18] [19]。 

高周波電磁界 ベビーモニタ 40、446、864、1900 および
2450 MHz 

発熱  出力は最大で 500 mW になることがある。 

 ベビーモニタから 1 m の位置の電界強度が 1.1 V/m[15]、3.2 V/m[14]の報

告あり。 

 後者については、10 g 平均 SAR は 0.1 W/kg であり、ICNIRP の公衆の基

本制限 2 W/kg より十分に小さかった[11]。 

高周波電磁界 無線 LAN 2.4 GHz 帯と 5 GHz 帯 発熱  欧州では、2.4 GHz 帯の無線 LAN の出力は 100 mWに制限されている。 

 10 g 平均 SAR の最大値が 1 W/kg 以下、アクセスポイントから 1 m の位

置では、電力密度の最大値は 3 mW/m2、0.2 m の位置では、40 mW/m2で

あることを報告[14]。ICNIRP 参考レベルの 10 W/m2 より十分に小さい

[15]、[20]。 

 数値ドシメトリからは 2.4 GHz、出力 100 mW、デューティ比 100%を仮

定したとき、頭部における局所 SAR の最大値は、5.7 mW/kg [21]。ただ

し、実際のデューティ比はより小さく、SAR もより小さくなる。（参考：

ICNIRP の SAR 基準では 2 W/kg） 

 WiMax 註2の電波測定が屋内および屋外環境において行われ、0.3 V/m (0.24 

mW/m2) と報告[22]。 

高周波電磁界 スマートメータ  発熱  近年、米国において、スマートメータの使用に関連した健康影響の可能

性に関する報告が公表されたが、スマートメータからの高周波電磁界の

放射の大きさは、米国 FCC（連邦通信委員会）の定める公衆のばく露制

限以下であったことが結論づけられている[23][24]。 

産業用機器（EU プロジェクト EMF-NET のファクトシートも参照のこと）[4] 

高周波電磁界 誘電加熱 数十 MHz 発熱  RF シーラ及び接着乾燥機は、プラスチックの封止及び木材接着産業で頻

繁に使用され出力は、1-200 kW。 

 ほとんどのシーラは手動で操作し、操作者は RF 電極に接近する必要が

ある。プラスチック片を手で加熱する用途もあり、操作者の両手は強い

RF 電磁界にばく露される。 

 操作者の区域の電界強度範囲は 1-300 Vm－1、磁界強度範囲は 0.1-20 Am
－1が代表的。 

 機器からの放射パターンが使用状態に応じて変化する。 

高周波電磁界 誘導加熱 1-10 kHz 発熱  誘導加熱炉及び誘導加熱ヒータの操作者がばく露する電磁界は、1-10 

kHz で動作する加熱装置から 1 m の距離で 0.03-0.5 mTの範囲となり、10 

cm の距離では 4 mTに達することがある。 

 50 Hz で動作する機器は、20 cm の距離で 5 mTの磁界を発生し、数メー

トルの距離では 0.1 mTを超えることがある。 

 稼働中の加熱炉の近くでは、ガイドライン（1-10 kHz で 30.7 μT、50 Hz

で 500 μT）を超過。 

高周波電磁界 産業用マイクロオーブン 2.5 GHz など 発熱  これらのオーブンは閉鎖され、強電磁界マイクロオーブンがある区域へ

                                                   

註2 Worldwide Interoperability for Microwave Access の略。無線通信技術の規格の一つ。 
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及びマイクロ波乾燥装置 は立ち入ることができない。しかし、筐体・接続部からマイクロ波が漏

洩することがあるため、定期的な保守プログラムが推奨される。 

 水害の乾燥にも使用されアプリケータから電磁界を漏洩する可能性と、

アプリケータを接地した壁や床の反対側で人体がばく露する可能性もあ

る。 

 これらの機器の使用に許可が必要な国もある。 

高周波電磁界 レーダ  発熱  一般的に、アンテナからのレーダ信号のばく露機会はほぼないが、製造・

点検・修理中に、従業員が不用意にばく露する可能性がある。 

 軍隊で使用されるレーダは、非常に高出力であり、近接範囲での使用に

限定される（SPY レーダ） 

 出力は 6 MWのオーダであり、1 万倍のアンテナ利得をもつため、100 m

の距離での電力密度は、数百 kW/m2に達しうる。このときの電界ピーク

は 10 kV/m を超え、電子機器に恒久的な損傷を与え得る。 

 熱への感覚を除き、短期間ばく露の人への影響は知られていない。 

高周波電磁界 放送及び他の通信 900-2000 MHz など 発熱  放送中のアンテナ近傍での修理又は調整中は、職業ばく露が EU 指令に

抵触する可能性があり、このような状況は、避けることが望ましい。 

 基地局アンテナ近傍の屋根の上の作業者は、約 900-2000 MHz の高周波

電磁界をばく露することがある。このような作業者の例には、金属シー

ト作業者、煙突清掃業者及び塗装業者が挙げられる。このような場合指

方性が明らかなため、簡潔な指示が測定よりも適切。 

低周波電磁界 アーク溶接 概ね 50/60 Hz 神経刺激  アーク溶接では、1 kA以下の電流が使用可能。 

 溶接ケーブル及び電源の表面の磁束密度は約 1-2 mTであり、溶接作業者

に強電磁界をばく露する。 

低周波電磁界 手持形電気工具 

スポット溶接 

50/60 Hz 神経刺激  手持形工具は、キロワットのオーダの出力であり、配線を流れる電流は

数 A になる。近距離で数百 μT の範囲の磁界が測定されることは珍しく

ないが、国際ガイドラインの参考レベル 1 mTを超えないが、ばく露の平

均時間に関して議論が残る。 

 手持ち電動ドリルは、通常、最初の数回転の間、10 倍以上の電流を流し、

そのときに対応する磁界は最も強くなるが[25]、欧州 CENELEC 規格 EN 

62233[26]では特定の距離で測定しかつ起動してから 200 ms を除外して

評価することが望ましいと規定している。神経興奮からの防護を目的と

するならば除外時間を設けることに疑問が残る、と記載されている。 

 スポット溶接の場合、時間平均については 2004/40/EC[27]註3は低周波領

域については規定せず、IEEE C.95.6 [28]では、0.2 s 又は 5 サイクル（10 

s 以下）の平均時間を規定している。 

医療機器（施術中の患者にはばく露ガイドラインは適用されないが、術者には適用される） 

高周波電磁界 ジアテルミー 13.56 又は 27.12 MHz（超短

波ジアテルミー） 

発熱  英国で実施された 20 の理学療法部門の 36 台のジアテルミー装置の計測

では、距離 0.15-0.2 m において電界強度は通常 500 V/m を超過しており、

                                                   

註3 現在は廃案となり Directive 2013/35/EU に置換。 
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2.45 GHz（マイクロ波ジア

テルミー） 

一時的には 5000 V/m に達していた。同距離での磁界強度は、0.5-2.0 A/m

で、著者らは連続波を使用した治療中に患者に話しかける際は、操作者

は装置、ケーブル、電極から少なくとも 1 m の距離を保つことを提案 

[30]。 

 超短波ジアテルミー装置 10 台による研究では、連続波使用において容量

型装置では 2 m、電磁誘導型装置では 1 m で ICNIRP (1998) の職業磁界

ばく露の参考レベル以下まで減衰。公衆制限値以下になるためには更に

0.5 m が必要[31]。 

 11 台のマイクロ波ジアテルミー装置の計測では、操作者が 1 m 離れる

か、電波を反射しうる大きな金属体の近傍の中に立たないならば、職業

ばく露の参考レベルを超過するばく露はない[29]。 

 数値計算結果からは、22.17 MHz の超短波ジアテルミーの施術中の患者

では、頭部、肩、および臀部のような治療目的の場所外への意図しない

放射によって、水晶体や中枢神経系や生殖腺といった組織で過剰ばく露

が発生する可能性が示されている[32]。 

高周波電磁界 電気外科手術 0.3-5 MHz 発熱  6 台の電気手術装置の計測からは、装置付近で計測された電磁界は高か

ったが、装置から 0.5 m の距離で電界強度は 32-57 V/m、磁界強度は 0.2-

0.8 A/m まで減衰[33]。著者らによれば、ワーストケース（最大測定値）

では外科医の手は磁界強度 0.75 A/m、電界強度 400 V/m の高周波電磁界

にばく露されていた。 

 漏洩放射は電気手術装置だけでなくケーブルからも発生していることに

注意[34]。 

高周波電磁界 体内埋め込み／装着型の

能動型医療機器 

MICS 帯（401-406 MHz） 

ISM 帯（2.4 GHz ISM 帯の

Bluetooth 通信の機器や 868 

MHz の ZigBee やヨーロッ

パにおける 2.4 GHz ISM 帯

など） 

発熱  体内埋め込み／装着式の能動型医療機器の SAR、電流密度、体内電界の

設計検討は常に報告されているわけではない[35]。 

 埋め込み機器の生体テレメトリに関する報告[36]- [39]やワイヤレス電力

伝送に関する報告[40]- [42]では、患者組織に誘導される SAR や電流につ

いて言及がある。 

高周波電磁界 美容医療 10 MHz まで 発熱  患者に関して、エネルギー・フルエンスは 1 cm2あたり 144 J/cm2まで到

達するとの報告あり[43]。 

その他 経頭蓋磁気刺激（TMS） 数十－数百 msec のパルス 

周波数では kHz相当 

神経刺激  TMS 治療中の操作者のばく露状況を調査した研究では、8 の字コイル、

パルス繰り返し頻度 5 pulses/sec で装置の最大出力の 60-80%の刺激強度

の場合、作業者のばく露磁界の参考レベルはコイル表面から約 0.7 m の

距離で超過[44]。 

 数値計算結果では、TMS 治療中の作業者は ICNIRP (1998)の限度値[45]を

超過する磁界にばく露されうる[46]。8 の字コイルは円形コイルよりも漏

洩磁界が小さく TMS操作者における誘導電流密度も低い。操作者が TMS

コイルから少なくとも 1.1 m 離れて立つこと、手持ち装置に代えてロボ

ット制御の TMS システムを利用することを提案。 

静磁界 MRI 0.5－3 T（臨床用装置） 一時的体調変化  様々な周波数を複合的に利用[47]-[50]。 
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中間周波電磁界 

高周波電磁界 

7 T－（研究用装置） 

数 kHz 相当の傾斜磁場 

数十－数百 MHz の高周波

電磁界 

神経刺激 

発熱 

 患者に対する安全性は IEC60601-2-33 で規定。 

 術者に対するばく露は現行のガイドライン（欧州職業電磁界指令、

ICNIRP など）を超過することが多い[51]-[54]。 

 ばく露防止策が難しい。 

防犯装置 

高周波電磁界 EAS システム 電磁式 (10 Hz-20 kHz)  

磁気音響式  (20 kHz-135 

kHz)  

無線周波式  (1 MHz-20 

MHz) 

発熱  EAS には、電磁式 (10 Hz-20 kHz) 、磁気音響式 (20 kHz-135 kHz) 、無

線周波式 (1 MHz-20 MHz) の 3 通りがある[55] 

 スウェーデンにおける 11 台の EAS 周囲での磁界測定結果の報告では、

電磁式で、最大 673 μT、磁気音響式で最大 148 μTであり、ICNIRP ガイ

ドラインの一般公衆の磁界参考レベルを超過するものあり[56]。 

 数値計算による検討では、磁界参考レベルを超えていても、SAR および

誘導電流密度は ICNIRP (1998)の基本制限以下であったことが報告あり

[57]。 

その他 電気ショック武器 放出される全電荷量は、数

十 μC [58] 

神経刺激（感電）  Kunz ら[59]の報告では、医学研究の大部分は、急性の臨床的な影響は見

られないとしているが、試験は医学的履歴がない被験者に限られている。 

 数値計算研究では、心臓電流の最大は、7.7 kA/m2と報告[60]。 

発電と送電 

低周波電磁界 太陽電池アレイ 50/60 Hz 神経刺激  米国にある大規模な DC 太陽電池モジュールで行われた磁界測定では、

60 Hz の変圧器や変換機へ近接させると 18.3 μTと報告[61]。 

 幅広い周波数帯（40-800 Hz）においては値は増大し (27.4 μT) 、その周

波数帯よりも高い場合、AC 太陽電池モジュールの変換機から 2.5 cm 未

満の距離での磁界測定値は、0.2 mT 以上であった[62]。 

 屋根に設置した太陽電池モジュールの部品からの磁界の文献は不足して

おり、ELF 磁界の個人ばく露への寄与に関しては結論づけられない。 

低周波電磁界 変圧器と変電所 50/60 Hz 神経刺激  様々な測定が行われているが、ICNIRP の参考レベルの超過はなし[63]-

[68]。 

交通機関 

低周波電磁界 交通機関 十－数十 Hz 神経刺激  様々な測定が行われているが、ICNIRP の参考レベルの超過はなし[69]-

[76]。 

家電製品 

高周波電磁界 電子レンジ 主に 2.45 kHz 

駆動のため 50/60 Hz 

マグネトロンで使用する

磁石による静磁界 

発熱  5 cm の距離での漏れ放射を決定するために、20 メーカーの 130 の電子レ

ンジを測定した。電子レンジの最大動作電力（300-1200 W）によって、

測定値は 0.2-1 W/m2 に分布した[77]。 

 家庭用及びレストランで出力が 4.4 kW 以下の 106 の電子レンジを対象

とした測定では、最大の漏れ放射 60 W/m2は 10 年経過したそれほど出力

が大きくない電子レンジで測定された[78]。 

 電子レンジは動作中の ELF 電磁界は、34 の電子レンジで 5 cm で数十 μT 

(27 ± 17 μT) だが、50 cm では数 μT (1.7 ± 0.6 μT) に下がった[79]。 

中間周波電磁界 IH 調理器 20-100 kHz 神経刺激  IH 調理器に関する規格（EN 62233・IEC 62233）では、一つの調理区域

で、容器が十分に大きく、かつ、調理区域の中央で動作させたとき、調
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理区域から 30 cm の距離で ICNIRP (1998) で推奨される参考レベル 6.25 

μT を満足することを推奨。 

 より近い距離での測定から、IH 調理器のキャビネットの正面での磁界

は、20 kHz での職業ばく露 30.7 μT（測定当時）さえも超え得ることが示

され[80]、他の発生源の測定を行った従来の結果[81]と比較しても高値で

ある。 

 なお、ICNIRP (2010) では、IF 磁界（3 kHz-10 MHz）の参考レベルは一

般公衆で 27 μT、職業者で 100 μTに改定された。 

低周波電磁界 電気加熱システム 50/60 Hz 神経刺激  スウェーデンの家屋における電気床暖房システムは、床面でのより高い

磁界の発生原因となっている[82]。 

その他 玩具  神経刺激  IF 電界に関して生活環境で高電界を発生する玩具があり（イオン化雷放

電を発生する高電圧を使用）、測定結果では、1.2 m 未満の距離で公衆環

境の推奨参考レベルを超えていた[83]。 
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4.2 国外におけるばく露状況の分類例 

国外におけるばく露状況の分類例として、EMF-NET の報告[1]及び 2013/35 / EU に準拠

するための実務ガイド[84]-[87]を紹介する。 

 CIOP-PIB（ポーランド）、FIOH（フィンランド）、ISPESL（イタリア）、NIWL（スウェ

ーデン）、VITO（ベルギー）らから職業電磁界環境に関する報告（EMF-NET）がなされて

いる[1]。その中で特に注意を払うべき高周波電磁界源は、誘電加熱、誘導加熱、産業用マ

イクロ波オーブンとマイクロ波乾燥機、レーダ、医療機器（MRI、ジアテルミー、電気メ

スなど）、放送や通信があげられている。 

欧州では職業電磁界指令（Directive 2013/35/EU）発行にともない、加盟国では職場環境

で電磁界ばく露のリスクアセスメントが義務付けられた。しかしながら、実際にすべての

機器についてリスクアセスメントを実施するのは困難なため、特に中小企業の雇用主が指

令 2013/35 / EU に準拠するために何をする必要があるのか示す法的拘束力のない実務ガイ

ド（Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2013/35/EU）が European 

Union Programme for Employment and Social Innovation より発行されている[85]-[87]。このガ

イドは、2 冊の実務指針と中小企業のための特定のガイドで構成されており、実務指針第

1 巻は、リスクアセスメントの実施に関する助言と、雇用主が追加の防護措置または予防

措置を実施する必要がある場合に利用可能な選択肢に関するさらなる助言を提示している

[85]。実務指針第 2 巻は 12 のケーススタディ（MRI 環境、溶接、冶金製造、屋上アンテナ

など）を提示し、雇用主にリスクアセスメントへの取り組み方や予防的および防護的対策

のいくつかを説明している[86]。24 ページである中小企業のためのガイドは、雇用者が職

場での電磁界のリスクアセスメントのための初期評価を実施するための内容が記載されて

おり、この評価の結果に基づいて、さらに行動を起こす必要があるかどうかを判断材料の

提供を目的としている[87]。 

この 3 番目の中小企業のためのガイドの 14－17 ページに典型的な電磁界発生機器ごと

のリスクアセスメントの必要有無について Yes／No を提示しており、全て No は職業ばく

露に対するリスクアセスメントの必要がないことを示す（図 4.1）。本節ではこの中より高

周波電磁界発生機器を抜粋し、リスクアセスメントの必要分類を表 4.2 に示す（ここでは

Yes のみ「✔」として表す）。 

その結果、高周波電磁界を使用するもので、特定のリスクのない労働者に対してもリス

クアセスメントの必要がある－すなわち発生強度が高いと考えられる－のは表 4.3 の 14 装

置又は作業環境であった。能動的インプラントの所持者についてはほぼ全ての機器でリス

クアセスメントが必要との分類であった。 
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図 4.1 Non-binding guide の分類表（例）。[87] 

 

表 4.3 高周波電磁界発生機器のリスクアセスメントの必要分類。 

Yes のみ「✔」として表す。 

機器又は職場環境 
特定のリスクの

ない労働者 

特定のリスクの

ある労働者（能

動的インプラン

ト使用中の者を

除く） 

能動的インプラ

ント使用中の労

働者 

コードレス電話機（DECT コードレス電話機の基地局を

含む）－使用時 
  ✔ 

コードレス電話機（DECT コードレス電話機の基地局を

含む）－作業環境中 
   

携帯電話－使用時   ✔ 

携帯電話－作業環境中    

WLAN のアクセスポイントを含む無線通信機器（例：Wi-

Fi 又は Bluetooth）－使用時 
  ✔ 

WLAN のアクセスポイントを含む無線通信機器（例：Wi-

Fi 又は Bluetooth）－作業環境中 
   

ラジオ波発生機器を搭載するオーディオビジュアル機器   ✔ 

基地局アンテナ（作業制限区域内） ✔ ✔ ✔ 

基地局アンテナ（作業制限区域外）   ✔ 

家庭用又は業務家電（マイクロ波オーブン含む）で

WLAN、Bluetooth や携帯電話などの発信機器を含まない

もの 

   

光源でラジオ波やマイクロ波を使用するもの ✔ ✔ ✔ 

物品監視システムと RFID（ラジオ波による同定）   ✔ 

ラジオ波発生機器を有する制御システム    

コロナ表面処理システム   ✔ 
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誘電加熱 ✔ ✔ ✔ 

誘電加熱溶接 ✔ ✔ ✔ 

誘導加熱（＊） ✔ ✔ ✔ 

誘導加熱で自動化システムがあり、EMF源近くで復旧等

を行う場合（＊） 
 ✔ ✔ 

誘導加熱式シーラー（＊）   ✔ 

誘導加熱式はんだごて（＊） ✔ ✔ ✔ 

ラジオ波発生機器を搭載する測定装置    

木工加工におけるマイクロ波乾燥機 ✔ ✔ ✔ 

RF プラズマ装置（真空蒸着とスパッタリングを含む） ✔ ✔ ✔ 

電気炉（アーク炉）（＊） ✔ ✔ ✔ 

電気炉（誘導炉）（＊） ✔ ✔ ✔ 

建設業におけるマイクロ波乾燥機 ✔ ✔ ✔ 

EMFを使用する医療機器（マイクロ波ジアテルミーや磁

気刺激など） 
✔ ✔ ✔ 

レーダー（航空管制、軍事、天気や長距離用） ✔ ✔ ✔ 

誘導式又はカップリング式の充電装置   ✔ 

放送システム及び装置（ラジオやテレビ） ✔ ✔ ✔ 

1999/519/EC 勧告に適合する機器又は EMF 規格に基づく

装置 
   

ラジオ（二用途、例ウォーキートーキーや乗用車用ラジ

オ） 
  ✔ 

バッテリー駆動の送信機   ✔ 

（＊）3 MHz以下の物も含む 

表 4.4 高周波電磁界を使用するもので、特定のリスクのない労働者に対してもリスクアセ

スメントの必要がある装置又は環境。 

 基地局アンテナ（作業制限区域内） 

 光源でラジオ波やマイクロ波を使用するもの 

 誘電加熱 

 誘電加熱溶接 

 誘導加熱 

 誘導加熱式はんだごて 

 木工加工におけるマイクロ波乾燥機 

 RF プラズマ装置（真空蒸着とスパッタリングを含

む） 

 電気炉（アーク炉） 

 電気炉（誘導炉） 

 建設業におけるマイクロ波乾燥機 

 EMF を使用する医療機器（マイクロ波ジアテルミ

ーや磁気刺激など） 

 レーダ（航空管制、軍事、天気や長距離用） 

 放送システム及び装置（ラジオやテレビ） 

 

4.3 高周波電磁界の発生源まとめ 

 4.1 及び 4.2 節の結果より、高周波電磁界では高出力で稼働する産業用機器（誘電加熱や

マイクロ波乾燥機など）、放送従事者で高いばく露レベルが生じたり、欧州ではリスクアセ

スメントが求められている状況であった。また、医療機器は患者は ICNIRP 等のガイドライ

ンの対象外であるが、術者の漏洩電磁界ばく露について注意を払う必要がある機器も散見

された。 
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5. 高周波電磁界の生体影響（発がん） 

2011 年 5 月に IARC は日本を含む世界 14 カ国から参加した専門家による検討会を開催

し、携帯電話などの無線通信や TV・ラジオ放送などに用いられる電波を含む、無線周波（30 

kHz～300 GHz）電磁界のヒトに対する発がん性評価を実施し、「ヒトに対して発がん性があ

るかも知れない（ある可能性がある）」（グループ 2B）と分類したと発表した[1]。その詳細

は、 

 ①レーダーおよびマイクロ波への職業的ばく露、②TV・ラジオおよび基地局など無線

通信用の電波の環境ばく露、③携帯電話の使用に関連した個人のばく露に関する研究

文献評価を実施。 

 放送局や携帯電話基地局からの電波の環境ばく露については、がんを発症する証拠は

「不適当」。 

 携帯電話使用に関連した個人ばく露については、検討された文献の 1 つに、10 年以上

の携帯電話の使用にともなう神経膠腫などのリスク上昇は全体的には見られないが、

一部、携帯電話の累積使用時間が上位 10％の人たちだけにおいて、神経膠腫のリスク

上昇（＊）が示唆されると報告したものがあった。（但し、文献の著者らも、バイアス及

び誤差の可能性を認めており、「全体としてリスク上昇は観察されなかった」と結論付

けている） 

 聴神経腫についてもリスク上昇を示した研究文献を考慮し、神経膠腫や聴神経腫を発

症する証拠は「限定的」、その他のがんを発症する証拠は「不適当」と評価し、総合的

に「ヒトにおける限定的な証拠がある」と結論づけ。 

 実験動物における証拠については、一部がん発症率の増加を示す文献があったことか

ら、がんを発症する証拠は「限定的」と評価。 

 これら検討結果から IARC は、無線周波電磁界が「ヒトに対して発がん性があるかも知

れない（ある可能性がある）」（グループ 2B）と分類。 

（＊）「携帯電話と発がんについての国立がん研究センターの見解（2011.6.28）」によれ

ば、原発性脳腫瘍の発生頻度は欧米や日本のデータから人口 10 万人当り 14～20 人と報告

され、そのうち約 20～30%が神経膠腫であるとしている。よって、神経膠腫の発症率は 10

万人中 6 人と考えられる。リスク上昇の報告によると、上昇は 40%とされており、神経膠

腫の発症率を 10 万人中約 6 人とすれば、発症率は 10 万人で 8.4 人という試算になる。 

である。なお、上記は一般社団法人電波産業会 電磁環境委員会「くらしの中の電波」

（https://www.arib-emf.org/01denpa/denpa04-03.html）より記載を引用した[2]。 
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IARC の発表に対する各国の反応は下記のとおりである（表 5.1）。 

この IARC 分類以降に国内で高周波電磁界の健康影響調査に対する体系的とりまとめが

行われていなかったことから、本章では高周波電磁波の生体影響（発がん）について主に

国際機関や国内行政機関の発行文書を参考に、情報整理を行う。 

表 5.1  IARC の発表に対する各国の反応。 

発表主体 コメント 付言 

英国保健防護庁

（HPA） 

今回の IARC の分類は HPA の助言と一貫してい

る。つまり、無線周波電磁界ばく露によるがんの

リスクについて科学的証拠は一つもないが、可能

性は残る。 

HPA の独立諮問委員会は無線周波電磁界の

健康影響に関する全証拠をレビュー、2012

年公表予定。 

ドイツ連邦放射

線防護局

（BfS） 

今回の IARC の分類について紹介した後ドイツの

移動体通信の研究プログラムの結果に言及。（長

期的影響と子供への影響に可能性を排除仕切れて

いない。） 

WHO の 5 つの国際科学協力センターの一

つとして移動体通信による健康影響に関す

る研究を推進。 

米国国立がん研

究所（NCI） 

今回の IARC の分類の基になる携帯電話の電波ば

く露によるがんのリスク上昇データについて、研

究所はこの知見は決定性に欠けると判断した。 

国立環境保健科学研究所（NIEHS）の国家

毒性プログラム（NTP）が携帯電話の電波

ばく露に関する大規模な研究を推進。 

総務省 中国総合通信局「携帯電話の安全性に関する FAQ」

http://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/fieldinfo/denpa_kijun04.html より引用[3]。 

 

5.1 WHO の見解 

WHO は 2014 年 10 月に WHO ファクトシート 193「携帯電話」を改訂し、「携帯電話が

潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで 20 年以上にわたっ

て多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用を原因とするいかなる健康影

響も確立されていません。」という見解を示している [4]。WHO ファクトシート 193 の要

点は下記のようにまとめられる（表 5.2）。 

表 5.2  WHO ファクトシート 193「携帯電話」の要点。 

【ばく露レベル】 

 携帯電話の高周波電磁界の出力は身体から 30－40cm 離して携帯電話を使用している状態の人では、頭部に向

けて端末機を保持している人より、RF ばく露は非常に低くなる。 

 通話中に携帯電話を頭部や身体から離しておける“ハンズフリー”機器を利用することに加えて、通話の回数と

長さを制限することによってもばく露は低減可能。 

 受信状態の良好な地域内で電話を使用した場合も、より低い電力での送信が可能になるためにばく露が小さく

なる。 

 RF 電磁界ばく露低減用に売られている機器の使用に効果があることは示されていない 

【短期的影響】 

 携帯電話に利用されている周波数においては、エネルギーの大部分は皮膚やその他の表面的組織に吸収され、

その結果、脳またはその他の器官での温度上昇は無視しうる程度になる。 
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 多くの研究が、ボランティアの脳の電気的活動、認知機能、睡眠、心拍数や血圧に RF 電磁界が及ぼす影響を

調べてきたが、組織に熱が発生するよりも低いレベルの RF 電磁界ばく露による健康への悪影響について、研

究による一貫性のある証拠は示唆されていない。 

 電磁界ばく露と自己申告の身体症状または“電磁過敏症”との因果関係について、研究による裏付けは得られて

いない。 

【長期的影響】 

 動物研究の結果は、RF 電磁界の長期的ばく露でのがんリスク上昇がないことを一貫して示している。 

 後ろ向き症例対照研究である INTERPHONE の国際的プール分析によれば、10 年以上の携帯電話使用に伴う神

経膠腫および髄膜腫のリスク上昇は見られなかった。使用期間の増大に伴うリスク上昇の一貫した傾向はない

が、自己申告された携帯電話の累積使用時間が上位 10％に入った人々において、神経膠腫のリスク上昇を示唆

するものがあったが、研究者らは、バイアスと誤差があるために、これらの結論の強固さは限定的であり、因

果的な解釈はできないと結論している。 

 主としてこれらのデータに基づき、国際がん研究機関(IARC)は、無線周波電磁界は「ヒトに対して発がん性が

あるかも知れない（ある可能性がある）」（グループ 2B）に分類したが、このカテゴリーは、因果関係は信頼で

きると考えられるが、偶然、バイアス、または交絡因子を根拠ある確信を持って排除できない場合に用いられ

る。 

 脳腫瘍のリスク上昇は確立されなかったものの、携帯電話使用の増加と 15 年より長い期間の携帯電話使用に

ついてのデータがないことは、携帯電話使用と脳腫瘍リスクのさらなる研究が必要であることを正当化してい

る。小児および思春期層における潜在的な健康影響を調査するいくつかの研究が進行中である。 

電磁界情報センター「世界保健（WHO）ファクトシート 他」http://www.jeic-

emf.jp/assets/files/pdf/faq/Factsheet_No193.pdf より[4]。 

 

5.2 SCENIHR の見解 

欧州委員会の「新興および新規に同定される健康リスクに関する科学委員会（Scientific 

Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks: SCENIHR）」は、2009 年および 2015

年に意見書にて各周波数帯の電磁界ばく露に関するリスク評価結果に基づく見解を発表し

た[5]。意見書は主にばく露源、作用メカニズム、健康影響評価、研究勧告、意見より構成さ

れるが、このうち 2015 年意見書についてはばく露源については第 3 章にて紹介、作用メカ

ニズムは 2 章と同等であるため、ここでは健康影響評価について記述する（表 5.3）。 

表 5.3  SCENIHR 意見書（2015）の要点。 

【健康影響評価：高周波電磁界について（発がん部分のみ）】 

 全体として、携帯電話の高周波電磁界ばく露に関する疫学研究は、脳腫瘍のリスク増加を示していない。さら

に、それらは頭頸部領域の他の癌のリスク増加を示すものでない。 

 コホートおよび発がん発生時間の傾向研究（incidence time trend studies）の結果は神経膠腫のリスク増加を支持

していないが、聴覚神経膠腫との関連の可能性は結論づいていない（the possibility of an association with acoustic 

neuroma remains open）。 

 疫学的研究は、小児がんを含む他の悪性疾患のリスク増加を示していない。 
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5.3 総務省、環境省からの文書 

 高周波電磁界の発がん性の見解について、国内では総務省及び環境省の報告書[7][8]や一

般向け文書にて見解が表明されている（表 5.4）。 

表 5.4 総務省及び環境省の見解の要点。 

【総務省の見解】 

総務省では携帯電話等の高周波電磁界ばく露の長期的影響の存在を示す確かな科学的証拠は発見されていないと

表明している。 

詳細は下記のとおりである。 

===================================================================== 

【総務省「電波利用ホームページ」https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/pr/index.htm?print 

「電波と安全な暮らし」8 ページより】[2] 

「わが国をはじめとして世界中で行われてきた研究では、電波防護指針に示される基準値に満たない電波が健康に悪

影響を及ぼすという証拠は見つかっていません。このため、WHO をはじめ世界各国は、このような基準値を満足す

れば安全上の問題はないとの認識を表明しています。しかし、の一方で研究結果が十分に得られていない部分もあり、

健康リスクに対してより正しい判断を下すため、WHO を中心として世界中で研究が進められています。 

総務省では、電波による健康への影響について評価を行い、電波防護指針の根拠となる科学的データの信頼性の向上

を図るため、平成 9 年度より 10 年間、生体電磁環境研究推進委員会を開催しました。 

これまで、携帯電話端末などの電波について、 

 血液―脳関門に及ぼす影響 

 記憶機能に及ぼす影響脳腫瘍の発生に及ぼす影響（特に長期間のばく露による影響） 

 脳微小循環動態に及ぼす影響 

 睡眠に及ぼす影響 

 疫学調査 

を調べ、いずれも影響は認められないという結果を得ています。 

その結果、 

 携帯電話基地局及び携帯電話からの電波が人体に影響を及ぼさないことを示している他、過去に影響があると

報告された結果について生物・医学／工学的な手法を改善した実験においては、いずれも影響がないという結

果を得ている。 

 現時点では、電波防護指針を超えない強さの電波により、比熱効果を含めて健康に悪影響を及ぼすという確固

たる証拠は認められないと考える。 

などを内容とする報告書がとりまとめられ、平成 19 年 4 月に公表されました。 

また、平成 20 年 6 月に生体電磁環境に関する検討会を設置し、電波の安全性に関する研究を推進するための低減や、

電波防護指針の評価。検証等を行っております。平成 27 年 6 月には、電波の安全性に関する現時点での知検討をと

りまとめ、第一次報告書として公表しました。同報告書では、電波の人体への影響について、長期的影響の存在を示

す確かな科学的証拠は発見されていない等とされています。」 

【環境省の見解】 

環境省では WHO のファクトシートを引用し、高周波電磁界ばく露の発がん性について科学的根拠は得られていな

いと表明している。 
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環境省環境省 保健・化学物質対策／環境保健に関する調査・研究「電磁界に関する調査研究」より「身のまわりの

電磁界について」https://www.env.go.jp/chemi/electric/index.html】[6] 

 

5.4 電磁界の健康リスク分析調査専門委員会（電気学会）の報告 

 一般社団法人 電気学会の「電磁界の健康リスク分析調査専門委員会（委員長：大久保千

代次氏）」では SCENIHR 意見書を元に下記のような見解を記している[7]。 

「RF 電磁界の健康影響に関しては、日本を含む 13 カ国が参加した国際症例対照研究

（INTERPHONE Study）以降の最近のコホート研究と経時的発生傾向に関する研究に基づけ

ば、神経膠腫に関する証拠の確からしさはより限定的なものとなってきている。なお、聴神

経鞘腫との関連の可能性については、注目すべき研究の進展は見られていない。 

RF電磁界を用いた動物実験ではこれまでに発がん試験が行われてきている。論文において、

ばく露装置について明確に論文で説明されていること、またドシメトリについて明確に記

載されていることが適切な研究論文として判断される。発がん試験のうちのいくつかの研

究では、これらが明確でなく、必ずしも適切な RF 電磁界ばく露が行われていないことが指

摘されている。近年の実験条件が適切に計画された動物実験に限れば、ほとんどの研究にお

いて RF電磁界ばく露と脳腫瘍との関連性が認められていない。 

また、細胞研究においては、遺伝毒性又は非遺伝毒性指標に関連した多くの研究が報告され

ている。そのうち、一部の細胞研究においては、指針値以上の強い電波を照射した実験条件

下における DNA 鎖の不安定化や紡錘体の変化が報告されており、今後の検証・分析が望ま

れる。しかしながら、ほとんどの研究結果において、国際ガイドラインの指針値以下の RF

電磁界ばく露においては、影響は観察されないとの結論が導出されている。」 

 

5.5 その他の機関の見解 

ここでは、近年（2019 年 3 月現在より 2 年程度前）に上記機関以外から提出された高周

波電磁界の発がんに関する見解を示す。 

スウェーデン放射線安全庁（SSM）が、「電磁界と健康リスクについての最近の研究 電磁

界に関する科学評議会からの第 12 次報告書」を公表し、「新たな健康リスクは同定されてい

ません。携帯電話使用が脳腫瘍を生じるかどうかは、過去 2 年間において、主に時間的なト

レンド研究を用いて対処されています。その結果は完全には一致していませんが、関連性は

ないというのが主なポイントです。幾つかの細胞研究及び動物研究は、電磁界は低いばく露

レベルでも酸化ストレスを生じるかも知れない、ということを示しています。このことが、

ヒトの健康への直接的な影響にどんな関連があるかは不明です。印象的な結果としては、
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（携帯電話使用についての）他の変数よりも、電波ばく露が記憶機能とより強く関連してい

ることを示した研究が一部にありました。」と結論付けている[8][9]。 

オーストラリア放射線防護・原子力安全庁（ARPANSA）が主導した研究では、オースト

ラリアにおける携帯電話の使用と脳のがんの発生率とのつながりは認められていない。こ

こでは、1982-2013 年に診断された、神経膠腫、神経膠芽腫及び髄膜腫を含む、成人の異な

るタイプの脳腫瘍の発生率について、症例 16825 人の脳のがんの診断をオーストラリアの

携帯電話加入の増加と比較した結果、 

 全体的な脳腫瘍の発生率は、この期間を通じて安定を維持しており、オーストラリアで

の携帯電話使用の増加と比較したところ、増加は認められない。 

 1993-2002 年に神経膠芽腫の増加があったが、これは磁気共鳴画像撮影（MRI）技術に

おける進展を含む、良い診断技法によるものとされた。 

 携帯電話使用は 2003 年以降に急速に増加したが、それ以降にどのタイプの脳腫瘍の増

加もない。 

 2003 年以降、携帯電話を使用する際に最もばく露される部位である側頭葉の脳腫瘍の

増加もない。 

との結論を出している[10]-[12]。 

 

5.6 高周波電磁界の生体影響（発がん）のまとめ 

WHO、SCENIHR、国内外の公的機関、学術団体等からの見解において、高周波電磁界の

発がん性（主に携帯電話の使用による脳腫瘍）を認める記載はない。 
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6 高周波電磁界の生体影響（発がん以外） 

 高周波電磁界ばく露による発がん以外の生体影響についても社会的関心が高い。本章で

は、発がん以外の高周波電磁界の生体影響について、いわゆる電磁波過敏症及びその他生

体影響の見解について、国際機関や国内行政機関の発行文書等を参考に情報整理を行う。 

 

6.1 いわゆる電磁過敏症 

電磁過敏症は非特異的症状が特徴であり、悩まされている人々はそれを電磁界へのばく

露が原因と考えている[1][2]。最も一般的な症状は、皮膚症状（発赤、チクチク感、灼熱

感）、神経衰弱性および自律神経性の症状（疲労、疲労感、集中困難、めまい、吐き気、

動悸、消化不良）などである。このような症状は、一般的に「電磁過敏症（EHS：

Electromagnetic Hypersensitivity ）」または「電磁波過敏症」とも呼ばれているが、「電磁過

敏症」は、正式な診断名称ではなく、あくまで呼称にすぎない。 

6.1.1 WHO の見解 

WHO は 2005 年 12 月に WHO ファクトシート 296「電磁過敏症」を発行し、「EHS には

明確な診断基準がなく、EHS の症状を電磁界ばく露と結び付ける科学的根拠はありませ

ん。その上、EHS は医学的診断でもなければ、単一の医学的問題を表しているかどうかも

不明です。」という見解を示している [1]。WHO ファクトシート 296 の要点は下記のよう

にまとめられる（表 6.1）。 

表 6.1  WHO ファクトシート 296「電磁過敏症」の要点。 

【EHS について】 

 EHS の症状については、様々な非特異的症状が特徴で最も一般的な症状は、皮膚症状（発赤、チクチク感、灼

熱感）、神経衰弱性および自律神経性の症状（疲労、疲労感、集中困難、めまい、吐き気、動悸、消化不良）な

ど。症状全体は、承認されているどの症候群の一部ではない。 

 EHS は、多重化学物質過敏状態（化学物質過敏症、MCS）、即ち化学物質への低レベル環境ばく露に関する障

害、と類似する。EHS も MCS も、明らかな毒性学的または生理学的根拠、または独立した検証がない一連の

非特異的症状が特徴である。 

【有症率について】 

 一般の人々における EHS の有症率の推定値は非常に幅広くばらついている。 

 また、EHS の有症率や報告される症状には地理的なばらつきもある。報告された EHS の有症率は、英国、オ

ーストリア、フランスよりもスウェーデン、ドイツ、デンマークで高くなっており、欧州の他の国に比べ、ス

カンジナビア諸国では VDU 関連症状の有症率が高く、皮膚症状に比較的多く関連している。EHS の人々が報

告する症状に似た症状は一般の人々においてよく見られる。 

【EHSに関する研究】 
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 EHS の人々を、その人が自分の症状の原因と考えるものと同様の電磁界にばく露させる研究では、EHS でな

い人々に比べ、EHS の人々はより正確に電磁界ばく露を検知することはなかった。また、十分に制御され、ダ

ブルブラインド法により実施された研究からは症状が電磁界ばく露と相関しないことが示された。 

 一部の EHS の人々が体験する症状は、電磁界とは無関係の環境因子により起きている可能性が指摘されてい

る。例えば、蛍光灯の「ちらつき」、VDUs の眩しさや他の視覚的問題、人間工学的な配慮を欠いたコンピュー

タ作業場所の設計などが考えられる。その他に関与するかも知れない要因として、屋内空気質の悪さおよび職

場や生活環境でのストレスがある。 

 これらの症状は、電磁界ばく露そのものではなく、以前から存在する精神医学的状態、および電磁界の健康影

響を恐れる結果としてのストレス反応によるものかも知れないという示唆もある。 

【結論及び方針】 

 EHS には明確な診断基準がなく、EHS の症状を電磁界ばく露と結び付ける科学的根拠はない。その上、EHS は

医学的診断でもなければ、単一の医学的問題を表しているかどうかも不明。 

 臨床医に対し、影響を受けている人の治療は、職場や家庭の電磁界の低減や除去を求める認知上の要求ではな

く、健康症状と臨床像に主眼を置くべきと提言。 

 長く続く症状および重い障害がある EHS の人々に対しての治療は、第一に症状および機能的障害の軽減に向

けられるべきです。医療専門家（症状の医学・心理学的側面に対処する）と衛生学専門家（患者に関連する健

康影響を起こすことが既知の環境要因を同定し、必要であればそれを制御する）は密接に協力しながら行うの

がよい。 

 治療の目標を、実効のある医師－患者関係の確立、状況克服の方策を立てる手助け、職場復帰と通常の社会生

活を送れるよう患者を励ますことにおくべき。 

 EHS の人々に対し、専門家による治療とは別に、自助グループは EHS の人々にとって有益な手段になると提

言。 

 政府に対し、電磁界の健康影響の可能性に関する情報を、EHS の人々、医療専門家、雇用主に向けて、バラン

スよく、適切に提供すべきであると提言。このような情報の中には、EHS と電磁界ばく露との結びつきに関す

る科学的根拠は現在、存在しないという明確な声明を含めるべきである。 

 研究者に対し、いくつかの研究は、EHS の人々における一定の生理学的反応が正常範囲を逸脱する傾向がある

ことから、特に、中枢神経系の過剰反応および自律神経系の失調は臨床検査によって追跡し、その結果を治療

のための情報として用いる必要があると提言。 

電磁界情報センター「世界保健機関（WHO）ファクトシート 他」http://www.jeic-

emf.jp/assets/files/pdf/faq/Factsheet_No296.pdf より[1]。 

 

6.1.2 WHO 以外の公的機関の見解 

WHO 以外の公的機関からは、 

 欧州科学技術研究協力機構（COST）[3] 

 英国保健防護庁に対する諮問機関「非電離放射線に関する諮問グループ」[4] 

 スイス連邦環境局 [5] 

 スウェーデン労働生活・社会研究評議会 [6] 

 ノルウェー公衆衛生研究所 [7] 



33 

 

 欧州委員会  保健・食品安全総局 [8] 

より電磁過敏症に対する見解が出されているが、いずれも EHS の症状を電磁界ばく露と結

び付ける科学的根拠がない旨が述べられている。詳細については環境省の身のまわりの電

磁界を参照にされたい[9] 

 

6.2 「電磁過敏症」以外の生体影響（発がん以外） 

SCENIHR意見書において発がん以外の高周波電磁波の影響について見解がまとめられて

いる [10]。 

神経生理学的な研究に関しては、主に携帯電話端末からの高周波電磁界による覚醒及び

睡眠時の脳波への影響について多くの研究が実施されており、最近の研究においても、同様

の結論を述べている報告が多く見られる。しかしながら、この脳波の変化は、いずれも通常

の生理的変動の範囲内であり、これによる健康影響は確認されていない。また、人間の認知

機能への高周波電磁界ばく露の影響に関しては、現時点では確かな科学的証拠として認め

られる段階にない。 

動物実験研究の近年の論文においては、いくつかの陽性結果も報告されているが、それら

の結果については、既存の結果との不一致が見られること、また多くの研究においては国際

ガイドラインよりも高いレベルのばく露による結果であることを考慮すると、現時点では

確かな科学的証拠として認められる段階になく、今後の更なる検証が必要である。 

細胞実験研究では、神経系機能への影響、あるいは神経系疾患の進行に関しての影響評価

に対して有用となるデータを示す研究は報告されていない。 

以上より、神経系への影響に関して、高周波電磁界ばく露に関連する神経学的な疾患につ

いて、現時点で確かな科学的証拠は見つかっていないと考えられる。 

携帯電話等からの高周波電磁界ばく露が男性の生殖機能に対する影響に関して多くの研

究が行われてきた。生体外で精子又は精液に対して RF電磁界ばく露を行った研究において

は、検討した多くの検査項目のうちの一部項目の陽性の結果を報告しているものもある。し

かし、これらの研究は、ばく露の方法論、また統計処理の方法について問題があると考えら

れ、再現性等に関して検証が必要である。また、高周波電磁界ばく露による精子の形態異常・

運動性の異常も報告されているが、高周波電磁界以外の要因による影響の可能性を排除で

きていない可能性もあり、結果の検証が必要である。したがって、近年の研究を総合すると

注目すべき進展は見られていない。 

その他、小児の発達、不妊、胎児への影響に関する研究についても、いくつかの陽性の結
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果が報告されている。しかし、これらの結果については、疫学研究における交絡因子や想起

バイアスによる影響を排除できているかなど、研究手法に関する検証が必要であり、現時点

で確かな科学的証拠としては認められない。 

これらを総合的に考慮して、長期的影響の可能性に関する現時点のリスク評価について、

これまでの国内外の研究機関等による長期間の研究によっても、高周波電磁界の影響につ

いての因果関係を示す確かな科学的証拠は発見されていないと認識することが妥当である

と判断する。なお、影響の存在可能性を示す結果が一部の研究論文で報告されているが、こ

れらは十分な再現性を確認できていない等の問題点が存在するため、引き続き、適切な手法

による検証が必要である。 
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7. 海外の研究動向 

本章では、2009 年以降に報告された電磁波の生体影響に関する国際プロジェクトについ

てその内容を整理した。調査対象は 2009 年以降に報告された高周波のヒト健康影響に関す

る国際的な（複数国で実施する）プロジェクトを対象とし、目的、研究の規模、対象、研究

の方法、資金提供元、エンドポイントの設定、結果等について、情報を整理した。 

表 7.1に 2009年以降に報告された高周波のヒト健康影響に関する国際的プロジェクトを、

図 7.1 に各研究プロジェクトの関係性を示す。 

 

図 7.1 各研究プロジェクトの関係性 
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表 7.1 2009 年以降に報告された高周波のヒト健康影響に関する国際的プロジェクト。 

No. プロジェクト名 実施年 対象国 研究タイプ 研究助成 キーワード 最終報

告 

公表の

有無 

[1] INTERPHONE 2000-2010 英国（2 地域）、スウェーデン、フィンランド、デン

マーク、ノルウェー、ドイツ、フランス、イタリア、

カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イス

ラエル、日本 

症例対照 EU FP5、国際対がん連

合（UICC）(a) 

携帯電話 

脳腫瘍 

有 

[2] CEFALO 2004-2008 スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、スイス 症例対照 スイス連邦公衆衛生総

局、ほか各国の公的機

関 

小児・青年期 

携帯電話 

脳腫瘍 

有 

[3] INTEROCC(b) 2007-2010 オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、イス

ラエル、ニュージーランド、英国 

症例対照 米国国立衛生研究所 職業ばく露 

脳腫瘍 

一部有 

[4] COSMOS 2007- デンマーク、フィンランド、スウェーデン、オラン

ダ、英国、フランス 

コホート IARC、各国の公的機

関・研究資金、産業界 

携帯電話 

腫瘍、心血管疾患、神経性疾

患、頭痛、不眠等 

無 

[5] MOBI-Kids 2009-2016 オーストラリア、オーストリア、カナダ、フランス、

ドイツ、ギリシャ、インド、イスラエル、イタリア、

ニュージーランド、スペイン、オランダ、韓国、日

本 

症例対照 EU FP7、総務省、ほか

各国の公的機関 

携帯電話 

小児・若年層 

脳腫瘍 

無 

[6] REMBRANDT 2014-2017 スペイン、オランダ、スイス コホート 欧 州 地 方 開 発 基 金

(FEDER)、ほか研究機

関 

携帯電話 

小児・青年期 

脳発達 

無 

[7] GERoNiMO 2014-2018 スペイン、フランス、デンマーク、イタリア、フィ

ンランド、イスラエル、スロベニア、スイス、ドイ

ツ、ノルウェー、英国、オランダ、ベルギー 

コホート 

症例対照 

EU FP5、ほか各国の公

的機関 

携帯電話 

職業ばく露 

小児・青年期・若年層 

がん、神経変性疾患、行動、

生殖、老化 

無 
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7.1 INTERPHONE 

INTERPHONE 研究は、世界保健機関（WHO）の専門機関である国際がん研究機関（IARC）

が調整して実施した疫学研究である[1]。1990 年代後半に、いくつかの専門家グループが、

携帯電話使用が及ぼす健康への悪影響の可能性について指摘し、研究の必要性を勧告した

ことを受け、IARC は携帯電話の使用が腫瘍のリスクを上昇させるかどうかを検討するため

に、INTERPHONE 研究を発足させた。  

 INTERPHONE 研究には、日本、英国（2 地域）、スウェーデン、フィンランド、デンマー

ク、ノルウェー、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、オーストラリア、ニュージーラン

ド、イスラエルの 13 カ国が調査に参加し、2000 年～2010 年にわたって実施された。研究に

割り当てられた資金総額は約 1,920 万ユーロ（約 24 億円）であり、大部分は公的機関よっ

て賄われたが、資金総額のうち 550 万ユーロ（約 7 億円）は産業界から寄付されたものであ

る。 

 参加国は共通のプロトコルを定義し、各国に固有の事情を考慮して症例対象研究を実施

した。調査では、携帯電話を使用する際に電磁波にばく露される頭頸部が注目され、4 種類

の腫瘍（脳腫瘍：神経膠腫および髄膜腫、聴神経鞘腫、耳下腺腫瘍）について、腫瘍の発生

状況と、携帯電話の使用年数・頻度の関連性が検討された。本症例対象研究では 30～59 歳

を対象とし、症例群は、神経膠腫患者 2,765 人、髄膜腫患者 2,425 人、聴神経鞘腫患者 1,121

人、耳下腺腫瘍患者 109 人であり、対照群は 7,658 人である。携帯電話の使用歴は、対面に

よるインタビューによって調査が実施された。 

 研究の結果として、携帯電話を定常的に使用したことがある者に関しては、オッズ比（OR）

の低下が認められ、神経膠腫［OR=0.81；95%信頼区間（CI）=0.70-0.94］および、髄膜腫

［OR=0.79；95%CI=0.68-0.91］、聴神経鞘腫［OR=0.85；95%CI=0.69-1.04］であった。聴神経

腫については、累積使用時間 1,640 時間以上の群で、リスクの増加が報告されたが、バイア

ス及び誤差があるため、これを因果関係と解釈できないと結論付けられた。 

 INTERPHONE 研究の全般的な結論としては、携帯電話の使用と、神経膠腫、髄膜腫、お

よび聴神経鞘腫の発症リスクの関連性は明らかではないとしている（1）。 

（1）耳下腺腫瘍については、稀な疾患であるため、INTERPHONE 研究の途中で対象から除外

された。 
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7.2 CEFALO 

CEFALO 研究は、携帯電話ばく露により生じる可能性のある健康影響に対し、小児・青年

は成人よりも脆弱かも知れないとの仮説が提唱されていることを受け、小児期・青年期の脳

腫瘍と携帯電話使用の関連性を調査するために実施された症例対照研究である[2]。  

 CEFALO 研究には、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーおよびスイスの 4 か国が参加

し、研究資金はスイス連邦公衆衛生総局（Swiss Federal Office of Public Health）ほか、各国の

公的機関によって賄われた。研究規模は、2004～2008 年に脳腫瘍と診断された 7‐19 歳の脳

腫瘍患者 352 名（参加率 83%）および、住民登録から年齢・性別・地域でマッチングした対

照群 646 名（参加率 71％）である。携帯電話の使用頻度に関する情報は、個別インタビュ

ーおよび通信事業者から収集された。 

 解析の結果として、携帯電話の定常的使用者は、非使用者と比較して、脳腫瘍と診断され

た可能性が統計的に有意に高くはなかった［OR=1.36；95%CI=0.92-2.02］。また携帯電話を

少なくとも 5 年前に使用し始めたと答えた小児・青年には、携帯電話を定常的に使用したこ

とがない小児・青年と比較して、リスク上昇は認められなかった[OR=1.26；95%CI=0.70-2.28]。

事業者が記録したデータが入手可能であった一部の参加者については、脳腫瘍のリスクは

携帯電話の契約開始からの経過期間と関連していたが、使用量とは関連していなかった。最

も高いばく露を受ける脳の部位での脳腫瘍のリスク上昇は認められなかった。 

 CEFALO 研究の結論として、定常的な携帯電話の使用による小児・青年の脳腫瘍リスクの

有意な上昇は認められなかったと報告している。 
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7.3 INTEROCC 

INTEROCC 研究は、INTERPHONE 研究の収集データを活用した、職業ばく露と腫瘍の関

連性を調査する症例対照研究である[3]。研究の目的は 3 つあり、（1）電磁界の職業ばく露

と脳および中枢神経系の腫瘍（具体的には神経膠腫および髄膜腫）との関連性を評価するこ

と、（2）化学物質の職業ばく露と脳および中枢神経系の腫瘍との関連性を評価すること、（3）

脳腫瘍のリスクに対する化学物質ばく露と電磁界ばく露の相乗効果（または交絡）の可能性

を調査すること、である。  

 INTEROCC 研究には、英国、オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、イスラエル、

ニュージーランドの 7 カ国が参加し、米国国立衛生研究所（US National Institute for Health）

が研究を助成した。職業歴に関する情報は、INTERPHONE 研究において収集された情報が

利用された。INTEROCC 研究におけるデータ解析は、主に化学物質と超低周波電磁界に集

中していたため、中間周波・高周波電磁界の職業ばく露については、他分野融合型の研究プ

ロジェクトである「GERoNiMO」の助成を受け、データ解析が加速した。 

 INTEROCC 研究グループは、2018 年に高周波電磁界に関する研究成果を報告した。症例

対象研究の規模は、症例群は 2000～2004 年に神経膠腫と診断された 1,943 名および、髄膜

腫と診断された 1,862 名であり、対照群は 5,387 名であった。ばく露レベルは、高周波およ

び中間周波の電磁界への累積ばく露の各個人の指標を、発生源‐ばく露マトリクス（source-

exposure matrix: SEM）を使用して評価した[8]。  

 結果として、高周波電磁界の職業ばく露と神経膠腫および髄膜腫リスクとの正の関連に

ついて明確な証拠はなく、ほとんどの結果は関連性なし、またはオッズ比が 1.0 以下を示し

ていた。 

 最大の調整済みオッズ比は、直近のばく露時間枠（診断日または参照日の 1～4 年前）に

ついて、高周波磁界への累積ばく露（A/m-年）が最も高いばく露カテゴリ（≧90 パーセン

タイル値）で得られ、神経膠腫では[OR=1.62；95%CI=0.86-3.01]、髄膜腫では[OR=1.52；

95%CI=0.65-3.55]であった。 
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7.4 COSMOS 

COSMOS 研究は、携帯電話の長期使用が及ぼす健康影響の可能性について調査するコホ

ート研究である[4]。  

 携帯電話やワイヤレスインターネットなどの通信技術の使用が急速に増えたことに伴い、

高周波電磁界へのばく露も増加しているが、高周波電磁界が疾患のリスクを増大させる可

能性についてまだ不明である。そこで携帯電話の使用と、腫瘍、心血管疾患、神経性疾患、

頭痛、不眠等の健康への影響を研究するために COSMOS 研究プロジェクトが設立された。 

 COSMOS 研究には、デンマーク、フィンランド、スウェーデン、オランダ、英国、フラ

ンスの 6 カ国が参加しており、研究資金は IARC、各国の公的機関・研究資金、産業界から

賄われている。 

 COSMOS 研究は 2007 年から開始された。コホートの対象は 18 歳以上とし、6 カ国で計

20 万人以上の携帯電話の使用状況および健康状態が、20～30 年間にわたって追跡される予

定である。データは、参加者による調査票（携帯電話の使用状況、健康状況、生活様式）の

記入や、通信事業者から提供されるデータ、がん登録などの医療記録から収集される。 

 2019 年 1 月までに公表されている COSMOS 関連の報告書は、研究デザインに関するもの

のみであり、コホートの調査結果は公表されていない。 
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7.5 MOBI-Kids 

MOBI-Kids 研究は、小児・若年層において携帯電話から発せられる高周波および超低周波

と脳腫瘍の関連性を評価した症例対象研究である[5][9]。 

 25歳未満の人口において、脳腫瘍は白血病に次いで 2番目に一般的な悪性腫瘍であるが、

現在までに、脳腫瘍の危険因子はほとんど分かっていない。脳腫瘍のいくつかの要因（例：

電離放射線への被ばくや、家族歴など）は、脳腫瘍を発症するリスクを高めることが知られ

ているが、他の環境因子（例：化学物質へのばく露、妊娠中の栄養、または携帯電話使用を

含む電磁界へのばく露）についても脳腫瘍に関連している可能性がある。そこで、小児・若

年層における携帯電話をはじめとする通信機器などの環境因子と、脳腫瘍の関連性を評価

することを目的として、MOBI-Kids 研究プロジェクトが設立された。 

 MOBI-Kids 研究には、オーストラリア、オーストリア、カナダ、フランス、ドイツ、ギリ

シャ、インド、イスラエル、イタリア、ニュージーランド、スペイン、オランダ、韓国、日

本の 14 カ国が参加し、研究資金は第 7 次欧州研究開発フレームワーク計画（EU FP7）、総

務省、ほか各国の公的機関から賄われている。 

 MOBI-Kids 研究における症例群は、2010 年～2015 年の脳腫瘍と診断された 10～24 歳の

脳腫瘍患者 898 名であり、対照群としては、年齢や地域などをマッチングさせた 1,912 名が

選ばれた。各参加者は、対面インタビューにより、携帯電話の使用状況や、コードレス電話

や Wi-Fi を含む他の無線通信機器の使用状況、居住歴、農場および家畜からのばく露、電磁

界の他の環境的および職業的発生源からのばく露、胎児期における両親の職歴、電離放射線

および化学物質への職業ばく露、医療放射線被ばくなどの情報が収集された。現在、携帯電

話の使用と脳腫瘍リスクの関連性および、ばく露レベルが分析されている。 

 2019 年 1 月現在、MOBI-Kids 研究の最終報告書はまだ公表されていない。 
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7.6 REMBRANDT 

REMBRANDT 研究は、携帯電話などから発せられる高周波電磁界と、小児期・青年期に

おける脳の発達との関連性を評価した疫学研究プロジェクトである[6]。  

 携帯電話および、コードレス電話、基地局、Wi-Fi アクセスポイントからの高周波電磁界

は、ほぼ至る所に存在する環境ばく露となっている。しかし、現在までに高周波電磁界の潜

在的な健康影響に関する決定的な証拠はない。また小児における高周波ばく露と脳発達と

の関連性を調査する研究を WHO は重要であると認識しているが、実際に調査された疫学研

究はほとんどない。よって、小児期および青年期における高周波ばく露と脳の発達に影響の

関連性を調査することを目的として、REMBRANDT 研究のプロジェクトが設立された。 

 REMBRANDT 研究は、2014 年～2017 年にかけて実施され、欧州地方開発ファンド（Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional）などから研究資金が賄われた。 

 REMBRANDT研究には、3つの出生コホート研究[オランダ（ABCD研究）、スペイン（INMA

研究）]、1 つの小児／青年期コホート研究[スイス（HERMES 研究）]のデータが使用され

た。また、欧州における 2 つの電磁界プロジェクト、MOBI-EXPO（小児および青年におけ

る携帯電話使用の特徴付け）と、GERoNiMO（他分野融合型の健康影響調査）との共同研究

が実施された。 

 2019 年 1 月現在、REMBRANDT 研究の最終報告書はまだ公表されていない。 
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7.7 GERoNiMO 

GERoNiMO 研究は、中間周波・高周波の電磁界ばく露が及ぼす潜在的な健康影響（がん、

神経変性疾患、行動、生殖および加齢）を調査した他分野融合型の研究プロジェクトである

[7]。  

 近年、電磁界の応用は増え続け、新規の用途が積極的に開発・商業化されている。しかし、

一部の一般公衆および公衆衛生専門家において、電磁界が及ぼす健康影響の可能性を懸念

する声があるが、これまでの電磁界の健康影響に関する研究結果には一貫性はない。そこで

本研究プロジェクトは、統合的な手法を用いて、電磁界の健康影響に関する知識の欠落を埋

め、ばく露低減の提案を目的とした研究プロジェクトである。具体的には、次の電磁界に関

連する疑問の対処が目的とされた。 

(1) 電磁界によって生じ得る健康影響の根底にあるメカニズムのより良い理解 

(2) 欧州の現在及び将来の電磁界ばく露レベルのより良い特徴付け 

(3) 電磁界と健康についての知識の発展 

(4) 電磁界の健康リスク評価の改善 

(5) 政策立案の強化と電磁界ばく露の低減のための技術以外の手段の提案 

 GERoNiMO 研究には、スペイン、フランス、デンマーク、イタリア、フィンランド、イ

スラエル、スロベニア、スイス、ドイツ、ノルウェー、英国、オランダ、ベルギーの 13 カ

国から、異なる専門分野（生物学、工学、物理学、疫学、公衆衛生、放射線防護、リスク評

価およびコミュニケーション）の研究者がプロジェクトに参加した。本研究は 2014 年から

開始された 5 カ年計画のプロジェクトであり、第 5 次欧州研究開発フレームワーク計画（EU 

FP5）および、各国の公的機関が研究資金を助成された。 

 GERoNiMO 研究では、10 のワークパッケージ（WP）が設けられ、各 WP は次のように分

類される。WP1～3（疫学）、WP4～5（生物学）、WP6（ばく露評価）、WP7～8（研究成果の

統合およびコミュニケーション）、WP9～10（プロジェクト管理および提言）。 

 WP1 では、「小児および青年の電磁界と健康および発達 （大規模）前向きコホートの活

用」として、欧州の大規模なコホート研究から既存データを活用し、小児および青年におけ

る発達、行動、生殖転帰に対する高周波ばく露の潜在的な影響が評価された。コホート研究

には、4 つの出生コホート[デンマーク（DNBC 研究）、オランダ（ABCD 研究）、ノルウェー

（MoBa 研究）、スペイン（INMA 研究）]、1 つの小児／青年期コホート研究[スイス（HERMES

研究）]が採用された。 

 WP2 では、「若年層の脳腫瘍リスクに関する中間周波・高周波電磁界の役割」とし、MOBI-
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Kids 研究のデータを活用して、携帯電話からの高周波ばく露が中枢神経系に及ぼす潜在的

な発がん性影響が評価された。 

 WP3 では、「電磁界の職業ばく露と健康へのリスク」として、INTEROCC 研究のデータを

活用した職業ばく露による高周波の脳腫瘍リスクの評価（※セクション 3「INTEROCC」を

参照）と、フィンランドのレジ係の女性における中間周波ばく露と生殖影響（流産、先天性

異常など）のコホートが実施された。 

 2019 年 1 月現在、GERoNiMO 研究の最終報告書はまだ公表されていない。 
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8. NTP study について 

5－7 章においてヒト対象の研究状況や海外研究動向を紹介したが、アメリカにおいては

国家毒性プログラム（NTP）としてアメリカ通信業界で使用されている周波数および変調方

式の高周波電磁界に対する動物実験研究が実施された。ここでは、げっ歯類に対し、高周波

電磁界の全身ばく露による潜在的、長期的な健康影響を評価する目的で研究デザインが設

計されている。対象はラットおよびマウス、ばく露システムは残響チャンバで、2 通りの信

号変調方式（CDMA および GSM）と 2 通りの周波数（ラットには 900 MHz 、マウスには

1900 MHz）を用い、ばく露群の全身 SAR 計算値を 1.5 W/kg、3 W/kg、6 W/kg（＊）として、

ばく露は胎仔時から開始し、最長 106 週間継続している[1][2]。 

（＊）携帯電話の周波数の全身平均 SAR は公衆環境で 0.08 W/kg。 

 

8.1 ばく露条件 

ラットの高周波電磁界ばく露は、妊娠母ラットのばく露により子宮内から開始された。出

生後、乳離れまでの間、母ラットと仔ラットは同じケージ内でばく露を受け、それから母ラ

ットと引き離されて、雌雄別に構成された各群 90 匹の仔ラット群へのばく露を最長で 106

週間継続した。対照群およびばく露群とも雌雄別での同腹仔 3 匹以上で構成された。全ての

高周波電磁界ばく露は、1 日約 18 時間、7 日／週にわたって行われた。18 時間は、10 分間

のオン（ばく露）および 10 分間のオフ（無ばく露）の連続サイクルから成り、1 日の合計

ばく露時間はおよそ 9 時間であった。雌雄別に１群ずつの無ばく露仔ラット群を設け、

CDMA および GSM 変調波ばく露群の両方に対する対照群として用いた。対照群は、高周波

電磁界信号発生のない同型の残響チャンバ内に置かれた。 

 

8.2 最終報告における結論 

米国の国立環境衛生科学研究所（NIEHS）は 2018 年 11 月 1 日、携帯電話電波の発がん性

に関する国家毒性プログラム（NTP）研究の最終報告書を公表し[1]、「NTP は、GSM 及び

CDMA 携帯電話で用いられているものと同様の電波の高いレベルにばく露した雄ラットは、

がん性の心臓腫瘍を発症したという明確な証拠がある、と結論付けました。ばく露した雄ラ

ットの脳及び副腎での腫瘍の何らかの証拠もありました。雌ラット、ならびに雌雄のマウス

については、観察されたがんが電波ばく露と関連しているかどうかの証拠は曖昧でした。こ

の最終報告書は、NTP、ならびに、2 月に公表された報告書草案の後の 3 月に同研究をレビ

ューした外部の科学専門家のパネルの総意を代表するものです。」と結論付けた。 
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8.3 他機関の対応 

NTP study の最終報告に関連して、ICNIRP[3][4]、米国食品医薬品局（FDA）[5][6]、スイ

ス連邦環境庁（FOEN）に対する諮問グループ「電磁界及び非電離放射線に関する専門家グ

ループ（BERNIS）」[7][8]、オーストラリア放射線防護・原子力安全庁（ARPANSA）[9][10]、

ドイツ連邦放射線防護局（BfS）[11][12]から声明が出されている。FOEN 以外は手法に対す

る疑義、これらの知見をヒトの携帯電話使用に直接外挿すべきではないこと、あるいは現行

の人体ばく露ガイドラインの改定のための根拠として利用できる一貫性があり信頼し得る、

一般化し得る証拠を提示するものではないことを述べており積極的に結果を支持するもの

ではない。ただし、研究継続の必要性については ICNIRP 及び Bfs で言及されている。FOEN

においては、NTP study とイタリアの類似研究[13]について両研究の結果を概ね支持してお

り、電波防護に関する規制については現行の「念のためのアプローチ（precautionary approach）」

を支持している。 
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9. 高周波電磁界ばく露のガイドライン・規制動向 

高周波電磁界ばく露のガイドライン・規制状況については特に 1998 年に制定された

ICNIRP の高周波ばく露ガイドライン[1]の見直しが行われていることに注意が必要である。 

 

9.1 ICNIRP 

1998 年に制定された ICNIRP の高周波ばく露ガイドラインの見直しを行い、草稿につい

て 2018 年 10 月 9 日を期限としたパブリックコメント募集を行った[2][3]。草稿では平均化

時間が 6 分間未満の短時間ばく露に対する防護の概念が新たに導入されている。また、妊娠

就業者に対する扱いはこれまで各国に任されていたものが草稿時点では公衆ばく露として

取り扱う旨が記載されている。最終版について現時点でまだ発行されていないが、今後も注

目する必要がある。 

 

9.2 電波防護指針 

高周波電磁界ばく露に関しては、国内では電波防護指針が適用されている。電波防護指針

では「電波利用において人体が電磁界にさらされるとき、その電磁界が人体に不要な生体作

用を及ぼさない安全な状況であるために推奨される指針である」と記載されており、人体の

深部体温上昇、電流刺激、高周波熱傷などの異常発生がない指針値が示されている[4][5]。

電波防護指針は 1997 年に携帯電話端末などの安全性の基準となる局所吸収指針の追加と、

2011 年には 100 kHz までの周波数の拡張が行われている。電波防護指針の値は ICNIRP ガ

イドラインと同等である（なお、9.1 で述べたように ICNIRP の高周波電磁界ガイドライン

は改定中である）。 

電波防護指針の近年の動向としては、5 G 通信など現在電波防護指針がカバーする帯域

（－6 GHz）を超える通信における評価手法について検討がなされている[6]。 
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10. まとめ 

本著では非電離放射線の概観として、物理量の定義（2 章）と短期的影響の機序（3 章）

を記載した。続いて非電離放射線のうち高周波電磁界ばく露についてばく露源（4 章）、生

体影響（発がん：5 章、発がん以外：6 章）、海外の研究動向（7 章）と NTP study（8 章）、

ばく露ガイドライン・規制の動向（9 章）について、関連資料より情報を集約し現状につい

て整理を行った。 

4－9 章の結果から、ばく露源としては産業用機器（誘電加熱、マイクロ波乾燥機、放送シ

ステムなど）使用者や一部の医療機器の術者が短期的影響を発生させうる高周波電磁界に

ばく露されることが示された。また、これら機器は欧州においては欧州職業電磁界ばく露指

令（Directive 2013/35/EU）を実施するための一次スクリーニングにて、事業者がリスクアセ

スメントや対策を講じる必要がある機器や環境とみなされていた。生体影響に関しては、現

在 WHO を含め高周波電磁界の発がん性について明確に支持する国・学術団体はないこと

（5 章）、いわゆる電磁過敏症についても同様の取り扱いであること（6 章）、それ以外の生

体影響についても再現性がある明確な影響は報告がないこと（6 章）が示された。海外の動

向からは携帯電話使用者のコホート研究が進められていること（7 章）、近年米国で実施さ

れた携帯電話ばく露に対する動物実験結果は有害性を示唆するものであったが、米国内外

の関連機関の見解は人への外挿に疑問を呈しているが更なる調査の必要性について言及も

されていることが示された（8 章）。高周波電磁界のばく露ガイドライン・規制の動向につ

いては最も国内外で影響力を持つ国際ガイドラインである ICNIRP で改定の動きがあり注

視が必要であることが示された。 
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付録 

生活環境における携帯電話及び基地局を対象とした高周波電磁界に関する主な国々の規制・ガイドライン等の例（環境省「みのまわりの電

磁界」を元に作成） 

 

 制定年 区分 比吸収率[W/kg] 電界強度[V/m] 電力密度[W/m2] 

ICNIRP 1998 ガイドライン 0.08（全身平均）                                                                                

2（頭部と胴体、組織 10 g 平均）                                                                             

4（四肢、組織 10 g 平均） 

38.9（800 MHz）                                                                          

41.3（900 MHz）                                                                       

53.3（1500 MHz）                                                                               

58.3（1800 MHz）                                                                                    

61（2000 MHz～300 GHz） 

4（800 MHz）                                                                                         

4.5（900 MHz）                                                                               

7.5（1500 MHz）                                                                                   

9（1800 MHz）                                                                                            

10（2000 MHz～300 GHz） 

日本 1990                                                                                        
1997 

規制 2（頭部と胴体、組織 10 g 平均）                                                                             

4（四肢、組織 10 g 平均） 

44.8（800 MHz）                                                                                         

47.6（900 MHz）                                                                               

61.4（1500 MHz～300 GHz） 

4（800 MHz）                                                                                         

6（900 MHz）                                                                                

10（1500 MHz～300 GHz） 

韓国 2002                                                                                            
2007 

規制 0.08（全身平均）                                                                                 

1.6（頭部と胴体、組織 1 g 平均） 

ICNIRP ガイドラインと同じ 

中国 1988 規制 0.02（全身平均） 12（30～3000 MHz） 0.38（30～3000 MHz） 

インド 2012 規制 1.6（頭部と胴体、組織 1 g 平均）  0.45（900 MHz）                                                                                

0.9（1800 MHz） 

オーストラリア 2003 規制／勧告 ICNIRP ガイドラインと同じ ICNIRP ガイドラインと同じ 

ニュージーランド 1999 規制 ICNIRP ガイドラインと同じ ICNIRP ガイドラインと同じ 

EU 1999 勧告 ICNIRP ガイドラインと同じ ICNIRP ガイドラインと同じ 

オーストリア 2006 規制 ICNIRP ガイドラインと同じ ICNIRP ガイドラインと同じ 

ベルギー  規制 ICNIRP ガイドラインと同じ   

ブリュッセル                                                                                        

首都圏地域 

2014 規制  6（900 MHz）                                                                                

8.4（1800 MHz） 

0.096（900 MHz）                                                                                

0.192（1800 MHz） 

フランデレン地域 2010 規制 0.001（全身平均） 3（900 MHz、単一アンテナ）                                                                                     

20.6（900 MHz、複数アンテナ）                                                                                

4.2（1800 MHz、単一アンテナ）                                                                                 

29（1800 MHz、複数アンテナ） 

0.024（900 MHz、単一アンテナ）                                                                                     

1.13（900 MHz、複数アンテナ）                                                                                

0.047（1800 MHz、単一アンテナ）                                                                                 

2.25（1800 MHz、複数アンテナ） 

ワロン地域 2009 規制  3（900 MHz、単一アンテナ）                                                                                

4.2（1800 MHz、単一アンテナ） 

0.024（900 MHz、単一アンテナ）                                                                                

0.047（1800 MHz、単一アンテナ） 

デンマーク 2001 規制 ICNIRP ガイドラインと同じ ICNIRP ガイドラインと同じ 

フィンランド 2002 規制 ICNIRP ガイドラインと同じ ICNIRP ガイドラインと同じ 

フランス 2003 規制 ICNIRP ガイドラインと同じ ICNIRP ガイドラインと同じ 

ドイツ 2013 規制 ICNIRP ガイドラインと同じ ICNIRP ガイドラインと同じ 

イタリア※１ 2003 規制 ICNIRP ガイドラインと同じ 20（ばく露限度）                                                                                         1（ばく露限度）                                                                                         
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6（注意値）                                                                                  

6（品質目標） 

0.095（注意値）                                                                                  

0.095（品質目標） 

オランダ 2010 規制／勧告 ICNIRP ガイドラインと同じ ICNIRP ガイドラインと同じ 

ポルトガル 2004 規制 ICNIRP ガイドラインと同じ ICNIRP ガイドラインと同じ 

スペイン 2002 規制 ICNIRP ガイドラインと同じ ICNIRP ガイドラインと同じ 

スウェーデン 2008 勧告 ICNIRP ガイドラインと同じ ICNIRP ガイドラインと同じ 

英国  規制 ICNIRP ガイドラインと同じ ICNIRP ガイドラインと同じ 

スイス 2000 規制 ICNIRP ガイドラインと同じ 4（900 MHz）                                                                                 

6（1800 MHz）                                                                                 

5（両者の混在） 

 

米国 1996 規制 0.08（全身平均）                                                                                 

1.6（頭部と胴体、組織 1 g 平均） 

 6（900 MHz）                                                                                

10（1500 MHz～100 GHz） 

カナダ 2015 規制 0.08（全身平均）                                                                                 

1.6（頭部と胴体、組織 1 g 平均） 

32.1（900 MHz）                                                                                

40.7（1800 MHz） 

2.7（900 MHz）                                                                                

4.4（1800 MHz） 

メキシコ 2012 規制 ICNIRP ガイドラインと同じ ICNIRP ガイドラインと同じ 

アルゼンチン 2004 規制 ICNIRP ガイドラインと同じ ICNIRP ガイドラインと同じ 

ブラジル 2002 規制 ICNIRP ガイドラインと同じ ICNIRP ガイドラインと同じ 

 

出典：総務省「平成 25 年度 電波防護に関する国外の基準・規制動向調査 報告書」（平成 26 年 3 月） 

http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/seitai/sonota/h25_trend_report.pdf 

WHO ウェブサイト「電磁界プロジェクト参加国・地域」（Participating countries & entities in EMF Project） 

http://www.who.int/peh-emf/project/mapnatreps/en/に記載された資料を基に作成（平成 29 年 3 月時点）。 

規制：法規に基づいた義務的な基準、ガイドライン・勧告・基準：法的な拘束力を持たない自発的な基準・方針 
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